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２　項目別実績

№ №

第１ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置

教育に関する目標を達成するための措置

教育の成果に関する目標を達成するための措置

ア 学士課程 ア　　学士課程

事務局中　期　計　画 ２１　年　度　計　画 自己点検・評価

年度計画
項目

点検
評価
結果

Ｓ

0 Ｃ 1

2 Ａ 244 Ｂ 3 1

学務課
医学部

保健医療学部
医療人育成

0

1 Ｓ 0 Ａ 95 Ｂ

高い倫理観を持った人間性豊かな医療人を育成す
るため、教養教育カリキュラムを検証し、改善・充実
を図る。

高い倫理観を持った人間性豊かな医療人を育成す
るため、倫理学、心理学、哲学、法学等の社会性
や生命倫理を養う各種教養教育に関するカリキュ
ラムや両学部共通科目の設定等について、点検し
充実を図る。

（１）

Ｃ

0 Ａ 8 ＢＳ Ｃ 0

A

　医学部では、平成２２年度からのカリキュラム改訂についてカリキュラム
委員会において検討を行い、平成２２年度から３カ年かけて第１学年から
第４学年まで順次新カリキュラムを導入していくことを決定した。
　第１学年の教養教育科目についても、その一環として、医療人育成セン
ター教養教育研究部門にも検討を依頼し、平成２２年度に人文系新規科
目として「言語と人間」を開講することとした。
　また、両学部共通科目であり、これまで時間の調整が難しく正規の講義
時間外に行っていた「地域医療合同セミナー」について、第１、２学年につ
いては平成２２年度から講義時間内に共通の時間を確保して開講するこ
ととした。

　保健医療学部では、カリキュラム委員会で検討を行い、現状把握・問題
点の抽出等を行うとともに、平成２２年度の時間割編成に際しては、一部
の履修者の少ない選択科目について、開講曜日・時間帯を変えて設定し
た。

　医療人育成センターでは、平成２１年４月から６月にかけて全６回に亘
る公開リレー講座を実施（受講者数延べ１，９６２名）し、各回参加者に対
しアンケート調査を行った。

専門教育に必要な基礎的能力を養うため、基礎教
育カリキュラムを検証し、改善・充実を図る。

専門教育に必要な基礎的能力を養うため、高校教
育の状況などを踏まえ生物学、化学、物理学、数
学、情報学等の各種基礎教育に関するカリキュラ
ムを点検し、充実を図る。

A

　医学部では、平成２２年度からのカリキュラム改訂の中で、情報系科目
等について検討し、現在、第１、３、４学年で開講している情報系の科目に
ついて第１及び４学年に再編を行うこととした。
　また、数学２についてはこれまでの自由選択から選択必修へ変更した。

　保健医療学部では、各種基礎教育に関するカリキュラムの充実に向
け、カリキュラム委員会で該当科目の現状把握等を行ったところ、履修学
生数の動向等から、現状は概ね良好な状況にあるとの結論を得た。
　その上で、さらなる充実に向けて課題の設定等の検討を行った。

学務課
医学部

保健医療学部

1

2

（ア）
a

b

（ア）
a

2 b

1



№ №
事務局中　期　計　画 ２１　年　度　計　画 自己点検・評価

3

地域医療をはじめ社会に貢献できる医療人として
専門的な知識、技術と多様化する課題への解決能
力を早期に身につけるため、各種専門教育に関す
るカリキュラムの充実を図る。

A

　医学部では、平成２２年度からのカリキュラム改訂において、専門教育
については、これまで同様、医学教育モデル・コア・カリキュラムに準拠し
つつ、主に学問体系により授業科目を再編するとともに、基礎医学（生理
系、病理系、社会医学系）、臨床医学（内科系、外科系）の流れについて
も開講時期を整理した。

　保健医療学部では、カリキュラム委員会において、各学科の検討状況
をとりまとめ、今後予定されているカリキュラム変更への反映に向け引き
続き検討を進めることとした。
　なお、従来、講義時間外で実施していた両学部共通科目である地域医
療合同セミナーⅠ、Ⅱについて、22年度は通常の講義時間帯の中で実施
することとした。

　医療人育成センターでは、平成２０年度に両学部共通カリキュラムとし
て導入した「地域合同セミナー」及び「双方向医療コミュニケーション概論」
について、平成２１年度も引き続き共通カリキュラム化した。

学務課
医学部

保健医療学部
医療人育成

社会に貢献できる医療人として専門的な知識・技
術と多様化する課題への解決能力を身につけるた
め、専門教育カリキュラムを検証し、改善・充実を
図る。

学務課
医学部

基礎配属について、その教育効果や実施方法等を
点検し、改善方策を検討する。（医学部）

A

　平成２２年度からのカリキュラム改訂に関する検討の中で、基礎配属の
時期について、現行の４年前期では基礎医学系講義の時期から時間が
空いてしまうことから、教育効果に配慮して、基礎医学系（社会医学系を
除く）の講義がほぼ終わる３年前期に基礎配属を実施することに変更し
た。
　また、内容等については教務委員会において、基礎配属の評価方法に
ついて各講座に調査し、各講座の実施内容とあわせて検討した結果、基
礎配属の目的は基礎研究の現場を身を持って体感することであることか
ら、内容や評価については、これまでどおり各講座の独自性を尊重するこ
ととした。

多様な価値観への理解を深めるとともに、表現能
力の向上を図るため、効果的なカリキュラムの設定
に努める。

新入生セミナー、チュートリアル教育、医学概論・医
療総論などの少人数グループによるカリキュラム
や体験実習などのカリキュラムを検証する。

A

　医学部では、平成２１年度から概論・総論１を早期体験実習に変更した
ほか、ＰＢＬチュートリアルで大教室型を試行的に導入するなど、カリキュ
ラムを検証した上で必要に応じた変更を行った。

　保健医療学部では、カリキュラム委員会において３学科合同科目の「保
健医療総論」の運営の体制について見直しを行い、特に医療人育成セン
ター教員の関わり方について検討した上で、平成２２年度の運営体制を
決めた。

学務課
医学部

保健医療学部
医療人育成

4 b

（イ）

3
（イ）
a

5
（ウ）
a

4
（ウ）
a

13
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№ №
事務局中　期　計　画 ２１　年　度　計　画 自己点検・評価

5

イ 大学院課程 イ　大学院課程

　医学部では、平成２２年度からのカリキュラム改訂の中で、外国語につ
いても検討し、英語については単位数の見直しやこれまで３科目に分か
れていた第２学年の科目を1つに統合した。第２外国語については、第２
学年は履修者が少ないことから廃止し、第１学年での基礎の修得に力点
を置くなど、より実践的な内容とした。

　保健医療学部では、カリキュラム委員会で検討を行い、現状把握・問題
点の抽出を行った。
　今後に向けての提案としては①開講科目の見直し②必修科目化③２科
目同時開講－を挙げた。
　なお、英語Ⅲ・Ⅳ、ロシア語・スペイン語については平成２２年度から同
時開講することとした。

　医療人育成センターでは、医学部カリキュラム委員会で検討を行い、英
語授業に関し、学生に対して、より密着でき、質の高いきめ細やかな語学
指導が可能となり、学生の効果的な語学力の向上が期待できることか
ら、平成２２年度から少人数制（現行２班体制→４班体制）での授業を実
施することを決定した。

学務課
医学部

保健医療学部
医療人育成

学務課
大学院

　医学研究科では、知財教育のセミナーを２回実施した。

※知財教育セミナー
　・ 内容：バイオテクノロジーの技術と特許　　・講師：北海道大学教授

　保健医療学研究科では、研究倫理及び知的財産に関する内容をリハビ
リテーション研究法に盛り込み実施したほか、大学主催の知財セミナーへ
の参加を積極的に促してきた。
　併せて、保健医療研究成果に即した知財教育の企画を検討した。

  医学研究科では必修の共通講義（前期研修プログラム、医学研究入門
セミナー、基礎医学セミナー）を通じて授業評価を行い、平成２２年度に向
け改善・充実を図った。

  保健医療学研究科では、教育・研究指導体制の検討及び、研究領域の
再編に着手する作業を進めた。
　具体的には平成２２年４月から理学療法学、作業療法学専攻の研究領
域再編を、また平成２３年４月から看護学専攻の領域再編を実施すること
とした。

学務課
大学院

医療・研究倫理や知的財産教育における実務家の
参画など、より実践的な教育研究プログラムの編
成について検討する。

A

課題の把握と問題解決に必要な手法を開拓できる
能力を持ち、研究者として自立して研究に取り組む
ことができる人材を養成するため、教育・研究指導
カリキュラム及び体制を検証し、改善・充実を図る。

課題の把握と問題解決に必要な手法を開拓できる
能力を持ち、研究者として自立して研究に取り組む
ことができる人材を養成するため、カリキュラム及
び教育・研究指導体制を点検し、改善・充実を図
る。

A

8 （イ）

国際化に伴う現代社会の諸要請に応えられるよう
外国語教育の改善・充実を図る。

コミュニケーション能力の向上に資する外国語（英
語、中国語、ロシア語等）の実践的な教育の整備・
充実について検討する。

A6 b

7 （ア）

地域が必要としている高度専門職業人を養成する
ため、実務家の参画を得るなど、より実践的な教育
研究プログラムの編成に努める。

b

6 （ア） 

7 （イ）



№ №
事務局中　期　計　画 ２１　年　度　計　画 自己点検・評価

第１ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置

教育に関する目標を達成するための措置

教育内容等に関する目標を達成するための措置

ア 入学者の受入れ ア　入学者の受入
学士課程 （ア） 学士課程

52 Ｂ 0 Ｃ

A

　現代ＧＰで開発した大学カリキュラムを履修するために必要な物理学、
生物学、化学のコンテンツに改良を加え、リメディアル教育を実施した。

A

　医学部・保健医療学部のオープンキャンパスで模擬講義・体験学習を
実施した。
　
※医学部…８月４日開催（２００名参加）
　 保健医療学部…８月５日（２３９名参加）、８月８日開催（２３９名参加）

10 Ａ

物理学、生物学など基礎科目のリメディアル教育プ
ログラムを開発する。 学務課

医療人育成

年度計画
項目

1

（２） Ｓ

高校教育の多様化など、教育を巡る環境の変化に
対応するため、高校教育と本学教育の適切な連携
方法等について検討し、入学者選抜方法等に反映
させる。

オープンキャンパス等において高校生等に対する
模擬講義や体験授業を実施する。

学務課
入試室

高校等の要望に応え、出前講義を積極的に実施す
るとともに、出前講義の項目や実績等をホーム
ページ等でＰＲする。

A

　道教育庁が実施する「地域医療を支える人づくりプロジェクト事業」にお
いて、６高等学校で７回の出前講義を実施した。

※出前講義実施高校
　    函館中部高等学校、室蘭栄高等学校、岩見沢東高等学校（２回）、
　 　 帯広柏葉高等学校、小樽潮陵高等学校、苫小牧東高等学校

学務課
入試室

保健医療学部

学務課
入試室

高校生を対象としたプレ教育のため、ｅ－ラーニン
グプログラムを実施する。（保健医療学部）

A

　高校生を対象としたプレ教育のため、現代ＧＰで開発したｅ－ラーニング
プログラムを継続して実施した。

※実施高校…札幌旭丘高校、札幌第一高校
学務課

保健医療学部

受験希望者、保護者、高校の教職員などへの広報
活動を充実し、入学者受入方針、教育・研究活動
や社会貢献の成果等に関する情報を効果的に伝
える。

受験希望者等に向けて、ホームページや大学案内
等の掲載内容及びオープンキャンパスの実施内容
について充実に努めるほか、各種進学説明会へ積
極的に参加する。

A

　大学案内のトピックにおいて医療人育成センター開設など適時な話題
の取り上げるなど充実に努めた。
　また、本学主催の学部説明会（６月２９日実施）で道内３２高校の教員へ
入試広報を行った。
　オープンキャンパスにおいては、医学部では個別進学相談対応や大学
生活のＰＲを充実したほか、保健医療学部では選択の幅を持たせたプロ
グラム内容を周知するなど工夫を凝らした。
　さらに、医学部では道内２地区で、保健医療学部では希望があった１１
高校において進学説明会を実施したほか、高校等が独自に行う各種進
学説明会へも２２会場に参加した。

入学者選抜業務の事案に一貫性を持って対応し、
これら業務の点検・企画・実施・評価を行うことがで
きる体制について検討する。

学生募集方法、選抜試験実施方法等の業務の点
検、評価を行う方法を検討する。

A

　「入学者選抜要項」、「学生募集要項」作成にあたり、学生募集方法、選
抜試験実施方法について、入学者選抜委員会及び入学試験委員会にお
いて点検、評価することとした。
　なお、評価にあたっては、高等学校関係者への説明会での意見聴取や
受験者、入学者へのアンケート結果を用いることとした。
　また、個別の事項については検討小委員会において点検することとし
た。

学務課
入試室

b

9
ａ
(a)

(b)10

11 (c)

12
b
(a)

13 (b)

14 c

（ア）

9

10 c

11 d

15
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№ №
事務局中　期　計　画 ２１　年　度　計　画 自己点検・評価

大学院課程 （イ）　大学院課程

12

A

　関係教員等で入学者選抜方法の検証を行った結果、医学研究科では、
外国人受験者用に英語の試験問題を作成したほか、社会人向けには「研
究教授制度」をホームページで周知した。

他大学、各種研究機関等への募集案内を実施す
る。

A

　医学研究科では、７月に博士課程５６８箇所、修士課程８４箇所に送付
した。
　同時にホームページでも周知を図った。

　保健医療学研究科では、６月に博士課程前期３６０箇所、１０月に博士
課程前期二次３０３箇所及び博士課程後期３６０箇所に送付した。
　同時にホームページでも周知を図った。

学務課
大学院

入学者受入方針を平成１９年度中に明確に示し、
国内外から多様な資質及び学習・研究歴を持つ人
材が確保できるよう入学者選抜方法を検討する。

社会人、外国人等、国内外から多様な資質及び学
習・研究歴を持つ人材が確保できるよう、専攻・課
程毎の入学者選抜方法を検証する。

学務課
大学院

学部学生や後期臨床研修医に対し説明会を実施
するなど、大学院の教育・研究内容等を積極的に
紹介する。 A

　大学院の教育・研究内容等を積極的に紹介するため、１１月９日にＭＤ.
ＰｈＤプログラム説明会を開催した。（参加者約１００名）
　その結果、１６名の受験申込があり、全員合格したところである。 学務課

大学院

学務課
大学院

入学希望者に向け、本学の教育内容や研究実績
などを積極的に広報する。

ホームページ、パンフレット等の内容を充実させる
など、各種広報媒体による積極的な情報発信を行
う。

A

　医学研究科では、博士課程・修士課程の募集要項の配布と併せて、
ホームページや新聞に掲載するなどして、情報発信を行った。

15 ａ

16

社会人が学習・研究しやすい体制の整備に取り組
む。

夜間講義、長期履修制度等の充実やｅ－ラーニン
グプログラムの開発など、社会人の入学を促す体
制について検討し、適宜実施する。

A

　医学研究科では、医学研究入門セミナー、基礎医学セミナー、先端医学
セミナーを夜間に実施したほか、ｅ-ラーニングによる受講も可能とした。

　保健医療学研究科では、平成２２年度大学院博士課程前期に入学する
学生を対象に長期履修制度の運用を開始した。
　併せて、一部の大学院専門科目において携帯端末を活用したe-ラーニ
ングの教材開発を進めた。

学務課
大学院

優秀な外国人学生の受入れを推進するため、広報
活動の方法・体制について検討・工夫する。

外国人向け広報活動の体制について検討する。

A

　昨年度、大学院の英語版ホームページに、詳細なコース内容を紹介し
たページを新たに追加したところであり、より一層の内容充実に向けて大
学院教務委員会で引き続き検討することとした。 学務課

大学院

b
(a)

17 (b)

18 (c)

19 c

20 d15 d

a

13 b

14 c

（イ）



№ №
事務局中　期　計　画 ２１　年　度　計　画 自己点検・評価

イ 教育課程 イ 教育課程
学士課程 （ア） 学士課程
【両学部共通】 【両学部共通】

b (a)

22

（ア）

本学の理念や教育目標に沿ったカリキュラムの編
成に努めるとともに、全学的見地から教育活動全
般の企画・実施・検証・改善を行うため、教育セン
ターの整備について検討する。

本学の理念や教育目標に沿ったカリキュラムの編
成に努める。

A

　医学部では、平成２２年度からのカリキュラム改訂について検討を行
い、新カリキュラムについて決定した。主な改訂点は次のとおり。
　・講義時間を現行の６０分から９０分（２コマ換算）とする。
　・専門教育については、これまで同様、医学教育モデル・コア・カリキュ
ラムに準拠しつつ、主に学問体系により授業科目を再編するとともに、基
礎医学系（生理系、病理系、社会医学系）、臨床医学系（内科系、外科
系）の流れについて開講時期を整理する。
　・新カリキュラムについては、平成２２年度から３カ年かけて順次移行す
る（平成２２年度は第１、２学年に適用）。

　保健医療学部では、カリキュラム委員会を９回開催し、検討を行った。
　平成２１年度は、カリキュラム改訂に向けて議論を進める予定であった
が、平成２１年７月に法律が改正されたため、看護学教育課程について
は、国から方向性が示され次第、検討することとした。
　一方で、本学の建学の精神に沿い、地域医療関連科目の重要性に配
慮し、両学部合同で実施する「地域医療合同セミナー」の正規時間内の
開講を積極的に検討したほか、複数の外国語科目の同時開講について
も検討を進め、平成２２年度に実施することとした。

学務課
医学部

保健医療学部
医療人育成

両学部間の連携を強化し共通科目の開講につい
て検討する。また、学部間、他大学との単位互換制
度の導入について検討する。

リメディアル教育を含めた両学部共通科目の開講
や、両学部間における単位互換制度の導入につい
て医療人育成センターを中心に検討する。 C

  平成２１年度において具体的な検討は行えなかったものの、平成２２年
度中（上半期）に設置する、「医療人育成センター教務・カリキュラム委員
会（仮称）」において必要な議論を行っていく予定である。 学務課

医療人育成

英語力向上のためＴＯＥＦＬ、ＴＯＥＩＣ、語学研修の
実績等を活用した単位認定を行う制度の充実を図
るとともに、支援する体制を検討する。

学生の自主的な英語学習を支援するため、
TOEFL、TOEIC、USMLEの受験等に当たっての指
導・助言体制について検討する。

A

　医学部では、教務委員会において、テキストの紹介や試験情報の掲示
などを行うことを検討した。
　今後、ＴＯＥＦＬ、ＴＯＥＩＣ等について、医療人育成センターと連携して情
報提供等を行うこととした。

　保健医療学部では、教務委員会で検討を行い、英語担当教員への聴き
取りなどを通じて現状把握・問題点の抽出を行った。
　現状としては①学生側のニーズや関心等②TOEIC等を視野に入れた講
義③学生の英語力向上への意欲などについてとりまとめ、支援方策案を
提言した。

学務課
医学部

保健医療学部
医療人育成

アルバータ大学における英語研修プログラムを推
進する。

A

　ポスター、パンフレット等を活用し、アルバータ大学語学研修の募集を
行ったが、新型インフルエンザの流行（当時、カナダが新型インフルエン
ザの感染者数世界３位）により応募者が４人で最低催行人数を下回った
ため、国際交流委員会（平成２１年６月１日開催）で中止が決定された
が、病気の世界的な流行によるものでやむを得ない事情によるものであ
る。

経営企画課
国際交流

21 a

23 (b)

24
c
(a)

16 a

18 c

19 d

17
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№ №
事務局中　期　計　画 ２１　年　度　計　画 自己点検・評価

【医学部】 【医学部】

医学概論・医療総論等のカリキュラムを検証し、教
養教育・基礎教育と専門教育の効果的な統合の取
組みを強化する。

医学概論・医療総論等のカリキュラムを検証し、教
養教育・基礎教育と専門教育の効果的な統合につ
いて検討し、取組みの強化を図る。

A

　平成２１年度から概論・総論１を実習に変更し、教養教育科目の講義が
中心である第１学年のうちから、医療機関における早期体験実習を行
い、医師に求められる多角的能力を理解させることとした。

学務課
医学部

地域医療に貢献する人材を育成するため、プライ
マリーケア、総合診療医育成教育、地域医療、地
域保健政策などに関する講義・実習の充実を図
る。

プライマリーケア、総合診療医育成教育、地域医
療・地域保健政策に関する講義の充実を図る。

A

　プライマリーケア、総合診療医育成教育、地域医療・地域保健政策に関
して、平成２０年度から開講した「地域医療」を引き続き実施した。
　また、平成２０年度に「地域医療合同セミナー１」を正式なカリキュラムと
したのに続き、平成２１年度には「地域医療合同セミナー２」をカリキュラ
ムに加えた。
　さらに、平成２０年度から特別推薦枠の学生を対象に、地域医療総合医
学講座において定期的にミーティングを行っており、平成２２年度からは、
特別推薦の学生に限らず地域医療マインドの醸成に学部全体で取り組
む方向を教務委員会において確認した。

学務課
医学部

他大学との単位互換制の導入について検討するた
め、他大学の状況を調査し、課題を整理する。

A

　医学部では、道内３医育大学間で特別聴講学生に関する協定を締結済
みであり、単位互換を各大学の判断で可能としている。

　保健医療学部では、道外の保健医療系１０の大学の状況を調査し、うち
４大学から単位互換制度の導入状況についての資料を得るとともに、互
換する科目内容や互換先となる大学との協定の締結手法、相互の通学
に要する時間、本学として提供できる科目の検討等の課題を確認した。

※調査対象大学…長崎大学、首都大学東京、鹿児島大学、
　　　　　　　　　　　　　大阪府立大学、北里大学、県立広島大学、
　　　　　　　　　　　　　茨城県立医療大学、青森県立保健大学、
　　　　　　　　　　　　　埼玉県立大学、新潟県医療福祉大学

学務課
医学部

保健医療学部

学習目標との整合を適時点検し、カリキュラムを企
画する初期段階から、適切に教員を配置すること
やティーチング・アシスタント（ＴＡ）を活用したプログ
ラムの作成などの工夫を行う。

医療人育成センターを中心にカリキュラムの企画、
点検、改善の検討を行う。

A

　医学部・保健医療学部のカリキュラム委員会の委員に医療人育成セン
ターの教員が参画し、カリキュラム検討を行った。
　平成２２年度における医学部の英語授業のカリキュラムに関し、語学学
習の充実に向け、少人数制（現行２班体制→４班体制）での授業の実施
を決定するなどカリキュラムの企画等に努めた。

学務課
医療人育成
医学部

保健医療学部

26

地域の医療機関に学生を派遣し、地域医療を体験
できるよう学外臨床実習体制の充実について検討
する。

A

　平成２１年度から学外実習の実績を調査・把握しており、多くの学生が
地域医療を体験している。
　学外臨床実習体制について検討した結果、従来から各講座の申請によ
り卒前教育関連施設として本学と協定書を締結し、学生の受け入れを依
頼しているが、受入先の実習施設との調整の結果、平成２１年度は引き
続き、現状の体制で推進していくこととした。

学務課
医学部

25 (b)

ｄ

27 ｅ

ｆ
(a)

28

29 (b)

20 e

21 ｆ

22 g



№ №
事務局中　期　計　画 ２１　年　度　計　画 自己点検・評価

【保健医療学部】 【保健医療学部】

大学院課程 （イ） 大学院課程
【両研究科共通】 【両研究科共通】

学生が研究を効率よく進めることができるよう、教
育指導・研究プログラムを検証し、改善・充実を図
る。特に、共通講義の活用や科目選択の再編等に
ついて検討する。

適切に臨床実習開始前共用試験（ＣＢＴ、ＯＳＣＥ）
を実施し、カリキュラムの改善・充実に結びつける。

臨床実習開始前共用試験（ＣＢＴ、ＯＳＣＥ）の実施
結果を検証し、カリキュラムの改善・充実に反映さ
せる。

A

　共用試験が臨床実習を受ける学生の態度にどのような変化を与えてい
るか各講座を対象にアンケート調査を実施した。
　調査結果の概要として、主な変化は次のとおりで、知識や手技、態度の
面で向上が見られた。
・基礎知識、ＯＳＣＥ手技の向上が認められる。
・一定の知識と態度のレベルが保たれるようになった。
・態度がよくなった（服装、言葉遣い、挨拶、積極性）。
・患者さんに対して礼儀正しくなった。
・実習の重要度を理解するようになってきている。

　平成２２年度からのカリキュラム改訂の中で共用試験の実施結果の検
証も踏まえて検討し、臨床医学系の開講時期（内科系から外科系へ）を
改めて整理した。
　また、これまでどおり医学概論・医療総論４及び臨床入門の中で、臨床
実習前に修得しておくべき必要な事項を教授した。

学務課
医学部

30

専門職としての最先端の知識と技術の効率的な学
習を進めるため、平成２３年度までにカリキュラム
を見直し、充実を図る。

専門職としての最先端の知識と技術の効率的な学
習を進めるため、専門教育カリキュラムを点検す
る。

A

　専門教育カリキュラムの指定規則との整合性や本学部独自のカリキュ
ラムである保健医療総論、地域医療合同セミナー、地域医療実習の運営
状況について点検し、いずれも適正な運用がなされている旨確認した。
　今後の課題としては、カリキュラムの過密化による学生の自主的な学習
機会への影響等への対応などを挙げた。

学務課
保健医療学部

附属病院及び学外の医療機関等との連携を深め
るなど臨床教育・実習の体制を整え、体験的学習
の充実を図る。

附属病院や、道立病院をはじめとした学外医療機
関等との連携を深め、効果的な教育・実習体制の
充実を図る。特に、臨床実習指導者会議の開催な
ど、臨床（地）実習指導者との協力関係を強化す
る。

A

　実習の実施に際し、臨床実習指導者を招いた会議を実施し、情報交換
や意見交換を行うなどして連携を図った。
　なお、平成２１年度は３学科合計で１３回の会議を開催した。 学務課

保健医療学部

個々の学生の学問に対する興味、専門教育への
意欲を促すため、新入生セミナー等少人数カリキュ
ラムの充実を図る。

新入生セミナー、チュートリアル教育、医学概論・医
療総論などの少人数グループによるカリキュラム
や体験実習などのカリキュラムを検証する。

A

　医学部では、平成２１年度から概論・総論１を早期体験実習に変更した
ほか、ＰＢＬチュートリアルで大教室型を試行的に導入するなど、カリキュ
ラムを検証した上で必要に応じた変更を行った。

学務課
医学部

地域医療の実情や他分野の医療専門職への理解
を深めるため、地域医療・チーム医療に関する講
義・実習の充実を図る。

学科で横断的に実施する保健医療総論など、地域
医療・チーム医療に関する講義・実習を充実する。

A

　カリキュラム委員会において、保健医療総論の実施体制の見直しを
行ったほか、地域医療合同セミナーを、現状の時間外実施から、正規の
時間帯の設定とするよう検討を進め、平成２２年度から実施することとし
た。

学務課
保健医療学部

（イ）

学生の卒業後の進路を調査するなど、学生に対す
る教育、研究指導等の成果を検証する。

A

　医学研究科では、学位論文提出時に４年生に対し進路調査を実施し
た。

　保健医療学研究科では、本年度より大学院生の全ての研究活動業績
のとりまとめを開始した。
　併せて、プログラム修了時に進路調査を実施する予定である。

学務課
大学院

29

ｇ

31 ｈ

32 ｉ

33 ｊ

34 ｋ

35
a
(a)

24 i

25 j

26 k

27 l

28 m

a

19
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№ №
事務局中　期　計　画 ２１　年　度　計　画 自己点検・評価

学務課
大学院

学生の研究に対するモチベーションを高めるため、
研究計画発表会への参加と発表への指導を強化
する。

学生それぞれの学習・研究歴に対応した研究指導
を行うとともに、学生の研究計画発表会を実施す
る。

A

　医学研究科では、医学研究科教務委員会（８月２１日開催）において、
専攻別研究計画発表会の実施について承認し、１０月と１１月に発表会を
実施した。（計28名）

　保健医療学研究科では、本年度より研究計画審査委員会を設置し、学
生のスキルにあわせた複数教員による審査指導体制を構築した。

学務課
大学院

学生の専門学会での発表を奨励する。

A

　医学研究科では、修了生の学会発表件数について各講座に確認し、集
計を行った。

※各講座の学会発表回数
　 内科学第一講座…３７回、外科学第一講座…８回、
　 整形外科学講座…１５回、産婦人科学講座…７回、
　 脳神経外科学講座…３回、耳鼻咽喉科学講座…６回、
　 小児科学講座…３回

学務課
大学院

教育、研究指導等の成果の検証や学生の意見な
どを踏まえ、共通講義の拡充や科目選択の再編に
ついて検討する。

A

　医学研究科では、修士課程については５大学連携事業の履修科目とし
て組み入れることを修士運営委員会で検討した。
　
　　※５大学連携事業　大学院単位互換協定調印式…平成２２年３月９日

　保健医療学研究科では、大学院カリキュラムの再編を進めるべく、看護
学専攻及び理学療法学、作業療法学専攻で検討を進めた。

研究の成果として、課程を修了する際の学位論文
を国内外の医学誌等に投稿するよう奨励する。

学位論文については、レフェリー制度のある英文学
術雑誌等への投稿を奨励する。

A

　両研究科専攻科目の指導教員がレフェリー制度のある英文学術雑誌
等への奨励を積極的に行っており、医学研究科では、修了生の学会発表
件数について各講座に確認し、集計を行った。

　保健医療学研究科では、専門学会への発表を奨励するための方策を
検討するために、学生による専門学会での発表状況を取りまとめることと
し、本年度より、年度ごとの学生研究業績を取りまとめることとした。
　今後これを元に他大学の取組等の検討と併せて専攻代表会議におい
て検討を進める。

40

学務課
大学院

英語論文の作成にあたって、経験者のアドバイス
を受けやすい体制を作る。

A

　医学研究科では、医学研究入門セミナー（６月実施）において、英語論
文作成の指導を行った。

学務課
大学院

A

　医学研究科では他大学（北大、旭川医大、福島県立医大）の状況を調
査し、教務委員会で検討を行い、既存の表彰制度を含めて引き続き検討
することとした。

　保健医療学研究科では専門性が多岐にわたる背景があることから、学
生による専門雑誌への投稿状況を取りまとめることとした。
　今後これを元に、他大学の取組等の検討と併せて、専攻代表会議にお
いて検討を進める。

学務課
大学院

学生の優秀な論文を表彰する制度について検討す
る。

36 (b)

37
b
(a)

(b)38

39
c
(a)

(b)

41 (c)

30 b

31 c



№ №
事務局中　期　計　画 ２１　年　度　計　画 自己点検・評価

【医学研究科】 【医学研究科】

【保健医療学研究科】 【保健医療学研究科】

学務課
大学院

学務課
大学院

国内外の他大学院との単位互換制について、他大
学の授業科目の内容等を十分考慮し、導入を検討
する。

北海道大学、旭川医科大学との単位互換の協定
に基づく、授業科目の内容等を検討する。

A

　医学研究科教務委員会において検討を行い、今後、単位互換の要望状
況を見ながら、授業科目の内容等の検討を進めることとした。

　５大学連携事業により５大学間（千歳科学技術大学、北海道医療大学、
小樽商科大学、室蘭工業大学、札幌医科大学）で単位互換協定を締結し
た。
　
　※５大学連携事業　大学院単位互換協定調印式…平成２２年３月９日

学務課
大学院

国内外の他大学院との単位互換制について、他大
学の状況等を踏まえて検討する。

A

学生の要望、社会の研究要請等を検証し、専攻間
における領域、科目の再編について検討する。

臨床医学研究コースの検証を行う。

A

　臨床医学研究コースは平成２０年度に設置されたばかりであり、検証に
は更にデータ・時間が必要であるとの結論を得ており、今後、医学研究科
教務委員会において、引き続き検討を行っていくことした。

学生による授業評価等を平成２０年度までに実施
し、教育内容や教育・研究指導の実施体制の改善
への参考とする。

学生による授業評価等を実施し、実施結果をもとに
教育内容等の改善を検討する。

A

　医学研究科では、６月、７月、１２月に実施した大学院共通講義におい
て、講師の質や講義内容に関する選択式の授業評価を実施し、その結果
を各講師宛に通知した。

　保健医療学研究科では、３月に授業評価の様式を作成し、トライアルを
実施した。平成２２年度よりその運用を開始した。

広い視野に立った総合的かつ独創的研究を目指
す人材の育成を目的として、学内外の教員等によ
り行う医学研究セミナー等を充実する。

学内外の第一人者を講師にした医学研究セミナー
や、履修コースに即した共通教育科目を充実し、全
学生に幅広い知識・技術習得の機会を提供する。

A

　学内外の第一人者を講師にした医学研究セミナーを行った。（６月（５日
間）開催）

※主な医学研究セミナーの議題と講師
　　・研究費の申請について（神経精神医学講座教授）
　　・医療訴訟・医事紛争をめぐる最近の動向（法学・社会学准教授）

学務課
大学院

ＭＤ－ＰｈＤコースの教育成果を検証し、改善・充実
を図る。

MD-PhDコースについて学生の意見を聴取するな
ど、教育成果を検証し、改善を図る。

A

　ＭＤ－Ｐｈｄコースについて副研究科長が個別に学生から聴取を行った
ところ、経済的支援の要望があったことから、札幌医科大学学術振興か
ら研究助成を受けられるよう検討を行った他、研究助成の対象者はリ
サーチアシスタント（ＲＡ）の適用を優先的に受けることができることとし
た。

学務課
大学院

保健医療専門職として社会の要請に応えた高度専
門的知識・技術の習得のため、実践力向上の場を
充実する。

他大学、研究機関、医療機関等との連携交流を進
め、学生の実習や調査研究のフィールドを充実す
る。

A

　新たに早稲田大学スポーツ科学学術院、全日本スキー連盟との連携協
定を進め、調査研究フィールドの充実を図った。

※連携協定締結日
　 ・早稲田大学スポーツ科学学術院…平成２１年６月１８日
　 ・財団法人全日本スキー連盟…平成２１年８月２１日

各講座等におけるセミナーの学生への周知に努め
る。

A

　開催予定のセミナーについて、各講座所属の大学院生に案内パンフ
レットを配付するとともに、医学研究科委員会において、各指導教員に対
して、大学院生の積極的な参加について周知した。 学務課

大学院

学務課
大学院

学務課
大学院

42 d

43
e
(a)

44 (b)

45 ｆ

46 ｇ

47
ｈ
(a)

48 (b)

49 i

32 d

33 e

34 f

35 g

37 i

38 j

21
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№ №
事務局中　期　計　画 ２１　年　度　計　画 自己点検・評価

ウ 教育方法 ウ 教育方法

各専攻相互に連携した教育・研究指導を強化し、
保健医療領域における教育の充実を図る。

各専攻相互の連携を図り、保健医療領域における
大学院教育・研究プログラムの充実について検討
する。 A

　教育研究体制の高度化を目的に、平成２０年度より、検討を進めてきた
理学療法学・作業療法学専攻の領域再編の最終調整を行い、平成２２年
度より実施できる体制を整えた。 学務課

大学院
50

学務課
大学院

学生の授業評価結果を適切にフィードバックするな
ど、授業方法の改善を図る。

A

　医学部では、例年どおり学生による授業評価を実施しており、授業評価
の結果は冊子としてまとめ、教員にフィードバックした。

　保健医療学部では、授業評価結果について教員に周知するとともに、
ホームページでも公開した。

学務課
医学部

保健医療学部
55

体系的なＦＤ活動に取り組むとともに、学生による
授業評価も参考とするなどして授業方法の向上を
図る。

教員の教育歴等に応じた階層別ＦＤの実施や内容
の高度化を図る

A

　平成２１年９月に設置した全学的なＦＤ委員会のもと、新任教員研修を
実施した。　（直近３年以内に本学に採用となった助教以上。昇任者含
む。）

学務課
医療人育成

専門看護師（クリティカルケア看護、精神看護）コー
スの教育成果等について検証し、充実を図る。

専門看護師（クリティカルケア看護、精神看護、小
児看護）コースについて、学生の意見を聴取するな
ど、教育成果等を検証する。

A

　専門看護師コースの教育成果の充実を図るために、学習内容を検討し
た。
　実践力を養うために、１学年の後期から臨床へ赴き、患者ケアの実施と
評価「振り返り」を行い、このケアの体験を２学年の臨地実習に活用でき
るよう、平成２２年度からの実施に向け準備を進めた。

講義、演習、実験、フィールドワークなど、多様で効
果的な授業形態を設定し、学生が関心を持ち理解
を進める授業を実施する。

講義、演習、実験、フィールドワークなどの教育効
果等を検証し、より効果的なカリキュラム編成等を
検討する。

A

　医学部では、平成２１年度から医療概論・医療総論１を従来のグループ
学習（演習）から札幌市内の医療機関における早期体験実習に変更し、
医師やコワーカーの業務に同行して観察し、医師に求められる多角的能
力を理解させることとした。

　保健医療学部では、カリキュラム委員会で検討を行い、国家試験合格
率や学生による授業評価等の観点から検証を行い、良好であるとの結果
を得たほか、今後とも検証を継続していくこととした。
　なお、より効果的なカリキュラム編成については、外国語科目の同時開
講等の検討・実施を行っている。

学務課
医学部

保健医療学部

個人を重視した教育を行うため、チュートリアル教
育など少人数教育の充実を図る。なお、チュートリ
アル教育の教育課程全体の中での位置づけにつ
いて検証する。

チュートリアル教育について、学生の評価なども踏
まえ教育効果を検証し、良質なシナリオの作成や
チューターに対する適切な指導方法などを検討す
るとともに充実を図る。

A

　学生の評価については、毎年クールごとに取りまとめて報告書にしてい
る。
　平成２１年度は大教室型を試行的に1クール実施したが、講義室の環境
の問題（音の反響）、時間が短かったことなどが学生からの意見として多
く出された。
　こうした学生評価も踏まえ、来年度について、大教室型のクール数や時
間を長くするなどの改善策を今後検討する。
　なお、大教室型においては、各グループに助言するファシリテーター数
名と全体を統括するコーディネーターを配置したが、これらの教員につい
ては平成２０年度に実施したＰＢＬのＦＤワークショップ受講者から選出し
ている。

学務課
医学部

j

51 ｋ

52 （ア）

53 （イ）

54
（ウ）
a

b

39 k

40 l

41 （ア）

42 （イ）

43 （ウ）



№ №
事務局中　期　計　画 ２１　年　度　計　画 自己点検・評価

エ 成績評価 エ 成績評価

多様な教養・専門教育を提供し、学士・大学院課程
における本学の授業科目を補完するために、他大
学との単位互換について検討する。

他大学との単位互換制の導入について検討するた
め、他大学の状況を調査し、課題を整理する。（再
掲No.２５）

A

　医学部では、道内３医育大学間で特別聴講学生に関する協定を締結済
みであり、単位互換を各大学の判断で可能としている。

　保健医療学部では、道外の保健医療系１０の大学の状況を調査し、うち
４大学から単位互換制度の導入状況についての資料を得るとともに、互
換する科目内容や互換先となる大学との協定の締結手法、相互の通学
に要する時間、本学として提供できる科目の検討等の課題を確認した。

※調査対象大学…長崎大学、首都大学東京、鹿児島大学、
　　　　　　　　　　　　　大阪府立大学、北里大学、県立広島大学、
　　　　　　　　　　　　　茨城県立医療大学、青森県立保健大学、
　　　　　　　　　　　　　埼玉県立大学、新潟県医療福祉大学

学務課
医学部

保健医療学部

情報技術を利用した教育を推進するなど、学習環
境の改善・整備を図る。

ＩＴを利用した教育方策の推進に向け、学生に対し
要望調査を実施する。

A

　医学部では、情報系の科目を担当している教員から聞き取り調査を実
施した。結果は次のとおり。
・すでにe-ラーニングやデジタルポートフォリオなどITを活用している科目
がある。
・応用情報医科学の試験の際に学生に対してアンケートを実施済み。
　
　教務委員会で上記の聞き取り内容や学生アンケート結果などをもとに
検討を行ったところ、例えばｅ－ラーニングは大学院など遠隔地で受ける
ような場合は有効であるが、学部学生については大学で講義に出席する
ことが基本であり、本学においては試験等を受けるために必要な出席時
間も規定されている。
　こうしたことからＩＴを導入して便利化することにより講義の欠席が多くな
るという影響も考えられ、ＩＴを活用するかどうかは教員の判断とすることと
した。

学務課
医学部

医学部においては、学生に教育者・研究者としての
自覚を促すため、ティーチング・アシスタント（ＴＡ）
制度及びリサーチ・アシスタント（ＲＡ）制度を検証
し、改善を図る。また、保健医療学部においては、Ｔ
Ａ制度及びＲＡ制度の導入について検討する。

ＴＡ・ＲＡ制度を検証し、大学院学生への指導や待
遇のあり方を検討する。

A

　保健医療学研究科では、平成２１年度よりＴＡ制度及びＲＡ制度を導入
し、制度の定着が進んだ。
　より効果的な運用及び予算の拡大に向けて専攻代表会議での検討を
進めた。

学務課
大学院

実習に係る授業科目について、より客観的な教育
効果を測定するため、成績評価方法等の改善を検
討する。（学士課程）

A

　医学部では、医学部では臨床実習の評価方法について各講座にアン
ケート調査を実施した。
アンケートの結果は以下のとおり。
・評価方法は、口頭試問、レポート、実習態度、知識や実技の評価、プレ
ゼンテーション、ＯＳＣＥなど各講座によってその項目や評価割合が異
なっている。
・そのほか、コミュニケーション能力を重視したり、学外実習施設の指導教
官の評価も加えるなど、講座ごとに工夫を行っている。
　
　教務委員会において、この結果などを踏まえて検討したところ、講座に
よって性格も異なり、評価方法を統一するのは難しく、現行どおり評価に
ついては各講座の判断に任せることとした。

　保健医療学部では、各学科で行われている実習科目ごとに評価方法の
改善の検討を行った。今後については、各専門職領域の特性にあわせ、
学科単位で検討を進める必要があることとしたほか、学外指導者の意見
を取り入れながら評価方法の改善を進めていくことが重要であることとし
た。

学務課
医学部

保健医療学部

教育効果や目標達成度の測定方法を確立し、厳正
かつ公平な成績評価方法等を整備する。

再掲 （エ）

56 （オ）

57 （カ）

58 （ア）

44 （エ）

45 （オ）

46 （カ）

47

23
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№ №
事務局中　期　計　画 ２１　年　度　計　画 自己点検・評価

第１ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置

教育に関する目標を達成するための措置

教育の実施体制等に関する目標を達成するための措置

ア 実施体制及び教職員の配置 ア　実施体制及び教職員の配置

常勤の教員に対してＦＤ活動やＰＢＬチュートリアル
への積極的参加を促すとともに、参加状況等を教
育活動評価に反映させる。

シラバス（授業要目）について、到達目標、評価方
法、評価基準等の記載方式を統一するなど、工夫・
改善を図る。

成績評価のための課題レポート、定期試験等の評
価基準の開示について検討するとともに、学生に
対し授業科目に関する情報を分かりやすく提供す
るため、シラバスの全授業科目に到達目標、評価
方法、評価基準等について、明確に記載するよう
取り組む。

A

　医学部では、カリキュラム委員会において平成２２年度からシラバスに
新たに、学習教育目標、学習上の助言、評価方法（試験、小テスト、レ
ポート、成果発表等の割合）を記載することとし、これらを入れて平成２２
年度シラバスを作成した。

　保健医療学部では、各学科の科目ごとで評価方法・基準は様々で、統
一されていないため、平成２２年度以降、標準的な評価方法・基準の例や
具体的な評価方法、試験やレポートの評価基準を検討することとした。

学務課
医学部

保健医療学部

1

（３） Ｓ 0 Ａ 24

研究実績のみならず教育能力も重視した見地から
の教員選考について検討する。

教員の採用に当たっては、採用する分野等を考慮
し、教育能力・教育実績も重視した選考を実施す
る。

A

　公募を実施し、研究実績のみならず、教育能力を重視した選考を行い、
医学部１名、保健医療学部４名、医療人育成センター１名を公募選考に
より採用した。

※医学部：麻酔学講座教授１名
　 保健医療学部：看護学第二講座教授１名、看護学第三講座講師２名
　 　　　　　　 　     看護学第一講座助手１名
   医療人育成Ｃ：衛生学講座講師１名

総務課
人事

各年次等における学部及び大学院教育の学業成
績が特に優秀な学生への表彰制度を検討する。

学部において、各年次における学業成績が特に優
秀な学生の表彰制度について検討する。

A

　医学部では、教務委員会において他大学における学生の表彰制度に
ついて調査し、結果を踏まえて検討した結果、考えられるとすれば教養、
基礎、臨床などの各段階での表彰であるが、本学のカリキュラムは学年
をまたがっており、また重み付けという点からも賞が数多くあることがよい
とも思われないことから、現時点では学年ごとの表彰は行わず、現行のと
おり卒業時の大野賞のみとすることとした。

学務課
医学部

両学部教員が相互に教育カリキュラムに参加する
体制を検討する。

教員が両学部を相互に担当することのできる講義・
実習について検討する。

A

医学部や保健医療学部の一部の科目において、学内の教養・専門分野
の教員が両学部を相互に担当し、講義・実習を行った。
（例：医学部における「リハビリテーション・介護」科目。保健医療学部にお
ける「心理学概論」、「心理学実験」、「法学」、「保健医療統計学」科目。）

学務課
医学部

保健医療学部
医療人育成

教育に関する調査・研究及び企画・調整機能を強
化するため、教育専任教員制度の充実について検
討する。

教育に関する調査・研究及び企画・調整機能を強
化するため、教育専任教員制度の充実について検
討する。

A

  本学の教育活動の強化を図っていくため、その役割を担う教育開発研
究部門の教員を１名増員したほか、両学部と密接な連携や協力を行って
いくため、両学部教務委員長を当該部門の兼任教員とした。

学務課
医学部

保健医療学部
医療人育成

Ｂ 0 Ｃ 0

常勤教員のＦＤ活動への参加を促すため、開催案
内等の周知を徹底するとともに、教員が参加しやす
くなるよう工夫を図る。

A

　全学的なＦＤ委員会を平成２１年９月に設置し、ＦＤ委員会５回､ＦＤセミ
ナー２回、ＦＤワークショップ１回､新任教員研修１回実施するなどＦＤ活動
を行った｡
　また、ＦＤ活動のさらなる充実等を図るため、参加者に対してアンケート
調査も行った。

学務課
医療人育成

59 （イ）

60 （ウ）

61 （ア）

62 （イ）

63 （ウ）

64
（エ）
a

年度計画
項目

48 （イ）

49 （ウ）

50 （ア）

52 （ウ）

53 （エ）

54 （オ）



№ №
事務局中　期　計　画 ２１　年　度　計　画 自己点検・評価

非常勤講師の評価のあり方について検討する。

A

　医学部では、非常勤講師の委嘱に当たっては、講座責任者からの内申
書及び推薦申出書、本人の履歴書等を申請書類として、教務委員会及び
教授会において審議の上、決定した。
　また、非常勤講師が科目コーディネーターである科目についても学生に
よる授業評価を行った。

　保健医療学部では、非常勤講師の評価については、就任前の時点での
教務委員会、学科長会議、教授会等での審議、授業終了後の学生によ
る授業評価により行われており、特段の問題は生じていないとの結論を
得た。

学務課
医学部

保健医療学部

大学院において社会人学生が学習・研究しやすい
カリキュラムの編成や研究指導体制の充実に取り
組む。

ＦＤ活動やＰＢＬチュートリアル教育のチューターと
しての参加状況を教育活動評価へ反映するよう検
討する。

A

　本学教員個人の教授能力の向上はもとより、本学における教育研究水
準及び質の向上を図るため、全学的な「教育評価委員会（仮称）」の設置
について、運営調整会議（11月）に提案し、両学部で設置している各種委
員会との関連性などについて検討を行った。

学務課
医療人育成

非常勤講師の適切な選考及び配置を進める。

夜間講義、長期履修制度等の充実やｅ－ラーニン
グプログラムの開発など、社会人の入学を促す体
制について検討し、適宜実施する。（再掲No.１９）

A

　医学研究科では、医学研究入門セミナー、基礎医学セミナー、先端医学
セミナーを夜間に実施したほか、ｅ-ラーニングによる受講も可能とした。

　保健医療学研究科では、平成２２年度大学院博士課程前期に入学する
学生を対象に長期履修制度の運用を開始した。
　併せて、一部の大学院専門科目において携帯端末を活用したe-ラーニ
ングの教材開発を進めた。

学務課
大学院

本学において経験できない特徴を有する医療施設
で臨床実習を行う体制を整備するなど、学外連携
の充実を図る。特に、プライマリーケアや専門性の
ある臨床指導の実施を積極的に進める。

地域の医療機関に学生を派遣し、地域医療を体験
できるよう学外臨床実習体制の充実について検討
する。（再掲No.２９）

A

　平成２１年度から学外実習の実績を調査・把握しており、多くの学生が
地域医療を体験している。
　学外臨床実習体制について検討した結果、従来から各講座の申請によ
り卒前教育関連施設として本学と協定書を締結し、学生の受け入れを依
頼しているが、受入先の実習施設との調整の結果、平成２１年度は引き
続き、現状の体制で推進していくこととした。

学務課
医学部

学部・学科、大学院研究科等の教育活動状況を点
検し、必要に応じ適切な教職員の配置ができる体
制を整備する。

学部、学科、大学院研究科等の教育活動状況を点
検し、弾力的かつ適切な教職員の配置を行う体制
の整備について検討する。

A

　教養教育研究部門将来構想検討委員会において、教室の再編・統合
の方向性について検討を行い、教育活動に弾力的・柔軟に対応できるよ
う、準大講座制を目指すこととなった。
（新たな姿・形はもとより、導入方法など具体的な事は、平成２２年度以降
検討予定。） 学務課

医学部
保健医療学部
医療人育成
大学院

b65

66 （オ）

再掲 （カ）

67 （キ）

再掲
（ク）
a58 （ケ）

55 （カ）

56 （キ）

57 （ク）

25
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№ №
事務局中　期　計　画 ２１　年　度　計　画 自己点検・評価

イ 教育環境 イ　教育環境

研究教授制の活用や社会人学生の学習、研究履
歴に応じたきめの細かい指導など、研究指導体制
の充実に取り組む。

A

　共通講義の夜間・土日実施、研究教授制の周知、e-ラーニングの着手
により、既存の講義等の柔軟性を高めることと併行して、道内外の医療
機関と協定を締結の上、臨床教授等を委嘱して臨床医学研究の体制整
備を行い、複合的に研究指導体制の拡充を進めた。

学務課
大学院

学務課
（総合情報セン

ター）

履修登録や講義情報などについてネットワークを
用いたシステムを検証し、改善を図る。

履修登録や講義情報などの各種教務事務の簡素
化・効率化が図られるよう、教務システムの検証を
行う。

A

　医学部では、平成２０年度の段階で、現行システムを検証する委員会を
設置し、利用に対する教員の理解や意識改革も含めて３年程度を目途に
教務システムを検討することを決めており、引き続き教務委員会で検討
することとなった。

　保健医療学部では、学生を対象にしたアンケートを実施し、現在の利用
状況や教務関係情報の提供手法についてのデータを得た。また、現行の
教務システムについては現有する機能の学生に対する周知徹底により教
務関係事務の効率化に資する可能性がある等との結果となった。

学務課
医学部

保健医療学部
71 （イ）

開かれた大学として、本学学生のみならず、研究
生、聴講生等に対しても充実した教育・研究の場を
提供する。

研究生、聴講生等の教育・研究体制の充実に努め
る。

A

　平成２１年２月に研究生に対し、アンケートを実施したところ、ＩＴを活用し
た講義の充実について意見があったことから、検討した結果、平成２２年
５月から５大学連携事業によるe-ラーニングの受講を可能とするなど、教
育・研究体制の充実に努めたところである。 学務課

大学院

学生の多様化による補習的な教育の必要性や遠
隔地からの学習要望など多様なニーズに対応する
ため、ｅ－ラーニングなど情報技術を活用した教育
方法、環境の工夫に努める。

補習的な教育や、遠隔地からの学習要求等に対応
できるよう、ｅ－ラーニングプログラムなどＩＴ技術等
を活用した教育方法・環境の工夫について検討す
る。

A

　平成２１年度では、５大学連携事業において、遠隔で教育可能なｅ－
ラーニングの構築に向けて検討したところであり、その結果、平成２２年５
月から配信可能となった。

教育施設の整備について、重点的に整備改修する
事項を検討し、計画的な改善を行う。

保健医療学部棟外壁改修、東棟内部塗装、新琴似
グランド整備など、教育施設の計画的な整備を進
める。

A

　新琴似グランド整備、保健医療学部棟外壁改修、東棟内部塗装等教育
施設の計画的な整備を実施した。

総務課
参事

図書館について、学生等の要望を踏まえ各種サー
ビスの拡充を図るとともに日本語電子ジャーナルの
整備拡充等について検討する。

A

　２４時間開館について継続実施した。
　また、日本語電子ジャーナル「Medical Finder」の継続提供に加え、新た
にオンライン版看護国家試験問題集、医学辞書の提供により提供資料の
充実を図るとともに、利便性の向上を図った。

総合情報
センター

72

総合情報センターについて、教育・研究上の要望を
把握し、利用者のニーズに応えた利用拡大に向け
た取組みを行う。

68 b

69 （ケ）

70 （ア）

（ウ）

73
（エ）
a

59 （コ）

60 （ア）

61 （イ）

62 （ウ）

63 （エ）



№ №
事務局中　期　計　画 ２１　年　度　計　画 自己点検・評価

ウ 教育の質 ウ　教育の質
（ア）
a

情報システム部門における教育支援システムの更
新によりサービスの充実を図る。

標本館について、理解しやすい教材・資料提供等
を行えるよう効率的運用と教育支援上の工夫を図
る。

教育支援上の観点から収集資料のデジタル化を推
進する。

A

　教育支援上の観点から展示・収蔵標本及び文献等収集資料のデジタ
ル化を引き続き推進した。

※デジタル化推進率２９．１％（平成２２年３月末現在） 学務課
学務

教員に年１回以上のＦＤ活動企画への参加と報告
を義務づけることとし、それに応じた活動プログラ
ムを作成する。

ＦＤ活動のためのセミナーやワークショップを実施
するとともに特に助教の参加者数の増を促す。

　医療人育成センターが中心となって新たに設置したＦＤ委員会のもと、Ｆ
Ｄ活動を全学的に実施した。

※ＦＤワークショップ１回、ＦＤセミナー２回、新任教員研修１回 学務課
医療人育成

教員相互の授業参観などによる授業評価等の実
施について検討する。

A

　教育支援システムについて、平２１年１０月に両学部コンピュータ実習室
パソコン機器等の更新を行うとともに、新たに次の機能を整備し、利便性
とセキュリティの向上を図った。
①パソコンOS及びマイクロソフト・オフィスなどの基本ソフトについては、５
年間の賃貸借期間において常に最新バージョンを利用できるよう契約方
法をあらためた。
②講義支援を目的とし、新たに課題提出システムを新たに整備した。
③個々人毎の利用状況の把握及び利用制御を目的として、新たに利用
管理システムを整備した。

総合情報
センター

　授業評価を含めた教育評価について全学的に検討する委員会の設置
に関して、医療人育成センター運営調整会議に提案を行った（H21.11.4）
が、既存委員会との関係性の整理をはじめ、新委員会での審議・検討事
項について継続検討することとした。

学務課
医療人育成

A

学務課
医療人育成

A

　医学部では、授業の改善に役立てるため、例年どおり学生による授業
評価を実施しており、評価結果を冊子にし、各講座の教員に配付してい
る。

　保健医療学部では、授業評価結果は個々の教員にフィードバックし、各
教員の判断により授業への反映､改善に役立てている。

　医療人育成センターでは、授業評価結果を各教員にフィードバックし、
教員個々が授業への反映､改善に役立てている。
　また、今後の授業評価を含めた教育評価について、全学的な委員会を
設置し、検討を進めることとしている。

授業評価の実施結果を授業へ反映させる方法等
について検討する。

学務課
医学部

保健医療学部
医療人育成

A

A

　本学教員個人の教授能力の向上はもとより、本学における教育研究水
準及び質の向上を図るため、全学的な「教育評価委員会（仮称）」の設置
について、運営調整会議（１１月）に提案し、両学部で設置している各種委
員会との関連性などについて検討を行った。

ＦＤ活動の参加実績等について教員評価に反映す
るよう検討する。

全授業科目について、学生による授業評価を実施
し、その結果を授業改善の参考とする。

67

74 b

75 （オ）

76

77 b

78 c

79
（イ）
a

（ウ）

64 （オ）

66 （イ）

27
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№ №
事務局中　期　計　画 ２１　年　度　計　画 自己点検・評価

第１ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置

教育に関する目標を達成するための措置

学生への支援等に関する目標を達成するための措置

ア 学習等支援 ア　学習等支援

A

　従来、各学部それぞれで実施していた授業評価を、平成２１年度におい
て、医療人育成センター教育開発研究部門において実施し、結果を取り
まとめた。
　今後は、質問項目の統一や評価の方法等に関してさらに検討を行い、
本学の教育研究水準及び質の向上を図っていくこととした。

学務課
医学部

保健医療学部
医療人育成

1

（４）

カリキュラム等の改善を進めるにあたって、学生か
らの意見を参考とする。

カリキュラム等の改善を進めるにあたって、学生か
らの意見を参考とする。

Ｂ

A

　医学部では、平成２２年度からのカリキュラム改訂にあたり、学生から
の意見調査を行った。
　学生への調査では、主に講義内容の重複について意見をもらい、科目
の再編の際に重複の解消を行った。また、学生からは講義が過密であ
る、コマ数が多すぎるとの意見もあり、前述のように科目再編を行ったこ
と、６０分から９０分授業としたことなどにより、過密化の解消、空き時間の
確保などにもつながった。

　保健医療学部では、カリキュラム委員会において、具体的なカリキュラ
ム改訂申請内容の検討段階で学生からの意見を参考とすることとした。

011Ａ

シラバスのウェブ化や、教材、模範解答などの学習
データベース化について検討する。

シラバスをウェブ化し、学生の利便性を高める。

A

　医学部では、６年間のカリキュラムの流れや、年次別カリキュラムの詳
細をホームページに掲載した。
　なお、平成２２年度から２４年度まで３カ年かけて順次新カリキュラムに
移行する予定であり、より一層のウェブ化について平行して検討していく
こととした。

　保健医療学部では、各学科のカリキュラムについてホームページに掲
載した。

学務課
医学部

保健医療学部
(総合情報センター)

Ｃ

学務課
医学部

保健医療学部
医療人育成

優れた授業方法を教員間で共用する方法を検討す
る。

　医学部では、医療人育成センターから運営調整会議において全学的な
教育評価委員会(仮称)の設置について提案を受けており、医学部の企画
(教育)評価小委員会等との関係など、更に検討していくこととなった。

　医療人育成センターでは、全学的な「教育評価委員会（仮称）」の設置
について、運営調整会議に提案を行ったところであり、、具体的な提案に
向けてさらに医学部の評価小委員会等との関係等について検討していく
こととしている。

A

実施結果を公表することにより、優れた授業をした
教員に対して、インセンティブを与える方法を検討
する。

進路情報のデータベース化を図るなど、幅広くきめ
細かい就職・進路に関する情報を提供する体制を
検討する。

学生に対するきめ細やかな就職・進路に関する各
種情報の提供方法について検討する。

A

　平成２０年度に配備した、学生への求人情報のパソコンで引き続き各種
情報の提供を行った。
　現在、求人先の名称、求人数、所在地等を掲示し、掲示番号で求人票
原本を検索できるようにしているが、その情報の提供内容、方法について
更に検討を行っている。
　また、学生コーナーの利便性を更に考慮してエントランスに情報提供用
資料を配置した。

学務課
学生

学務課
医学部

保健医療学部

Ｓ 0 0

80 b

81 c

82 （ウ）

83 （ア）

84 （イ）

68

（エ）

（エ）

70 （イ）

72

年度計画
項目



№ №
事務局中　期　計　画 ２１　年　度　計　画 自己点検・評価

イ 経済的支援 イ　経済的支援

ウ 生活支援及び健康管理 ウ　生活支援及び健康管理

他大学の授業料等の減免方法を踏まえ、減免のあ
り方について検討する。

A

　奨学金の受給の有無、総収入と家計点との比較方法、大学院生の収入
の見方など減免のあり方について検討を進めた。

学務課
学生

各種奨学金制度を積極的に周知するなど、活用を
支援する。

教育ローン制度の活用について、学生、保護者等
に対し周知し、修学支援を強化する。

A

　新入生オリエンテーション時にパンフレットを配布し、説明を行うととも
に、学内の掲示板に掲示し、在学生も含め周知に努めた。
　また、奨学金の相談に来る学生に対しても、北洋銀行の教育ローンに
ついて案内を行い周知に努めた。

学務課
学生

大学が行う各種事業等に関し、必要に応じ学生か
らの意見を聴取する機会を設け、実施にあたって
の参考とする。

地域における実習や海外研修事業など、学生参加
型プログラム等に対する学生の意見・要望を聴取
し、適宜事業へ反映させる。 A

　両学部学生が合同で参加する「地域医療実習」を実施し、参加学生にア
ンケート調査を実施した。

学務課
医療人育成
医学部

保健医療学部
経営企画課
国際交流

経済的支援が必要な学生に対し、各種奨学金制度
の活用を積極的に支援するなど、修学支援を強化
する。

A

　日本学生支援機構の奨学金制度について新入生に配布する学生便覧
に掲載するとともに、新入生に対するオリエンテーション時に説明し、周知
した。
　また、在学生も含め、募集に当たっては学内の掲示板に掲示し周知に
努めた。

学務課
学生

86

生活相談、セクシャルハラスメント相談、アカデミッ
クハラスメント相談など多方面の内容に総合的に
対応できるよう相談体制を整備する。

生活相談、セクシャルハラスメント相談、アカデミッ
クハラスメント相談などの総合相談体制の充実を
図る。

A

　平成２１年４月から相談日を週１日（木曜日）から週２日（火曜日、木曜
日）に増やし、相談体制の充実を図った。
　また、学生及び全学職員を対象としてハラスメントに関する規程、相談
員名簿及び相談処理フローをホームページで周知した。 学務課

学生

女子学生の要望を踏まえ、女子学生に配慮した学
内環境整備について検討する。

A

　平成２０年１月に実施したアンケートにより、要望の多かったトイレ改修
について継続して整備を進めた。

学務課
学生

90

学生が利用する福利厚生施設等について、充実し
た学生生活を送ることができるよう学内生活環境
の改善を図る。

学生の要望を踏まえ、福利厚生施設の改善・充実
を図る。

A

　学生の要望を踏まえ、新琴似グランドに散水ホース整備、ダンス部鏡購
入、テニスコート出入り口の改修などを実施した。 学務課

学生

85 （ウ）

（ア）

87 （イ）

88 （ウ）

89
（ア）
a

b

91 （イ）

77 （ア）

78 （イ）

75 （キ）

76

29
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№ №
事務局中　期　計　画 ２１　年　度　計　画 自己点検・評価

第１ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置

研究に関する目標を達成するための措置

研究水準及び研究の成果に関する目標を達成するための措置

ア　 目指すべき研究の方向性 ア　目指すべき研究の方向性

学生の健康管理体制の充実を図る。なお、学生の
健康診断の受診率については、１００％を目指す。

学生全員が健康診断を受診するよう取り組む。特
に、大学院生の前年度未受診者に対しては、受診
を徹底させる。

A

　実施に当たり、掲示を始め、各講座等に実施日程を通知し、受診を指導
した。
　保健医療学部大学院生、研究生には８月に直接メールを行い、医学部
大学院生、研究生には１１月に各講座に受診状況を確認するよう通知を
行った。

※受診率９９．９％（学部未受診者1名）

学務課
学生

学生に対する適正飲酒、禁煙啓発・指導及び薬物
教育を実施する。

A

　飲酒、喫煙、薬物について、４月の新入生オリエンテーション時にそれ
ぞれ講演を行うとともに、薬物について北海道保健福祉部から啓発パン
フレットを取り寄せ、新入生に配布した。
　また、６月に大学構内禁煙の徹底、禁煙の遵守についての掲示を行い
啓発を行ったが、一部敷地内で喫煙の形跡があったことから、総務課と
協力し喫煙の徹底を全学生にメールで通知した。

Ａ 13 Ｂ

Ａ 39 Ｂ

0

学務課
学生

年度計画
項目

2 Ｓ 1 0 Ｃ 0

学務課
大学院

産学・地域連携セ
ンター

道、市町村等との連携を深め、道民の医療・保健・
福祉に関する社会的要請の高い研究を推進する。

道、市町村等との連携を深め、道民の医療・保健・
福祉に関する社会的要請の高い研究を推進する。

A

　平成２１年６月より釧路市との受託研究契約に基づき思春期保健事業
に関わる分析を実施するとともに日高町における介護予防リーダー育成
事業、上ノ国町における史跡勝山舘出土人骨の鑑定・復元など地域の課
題に関わる研究を推進した。
　平成２２年２月には別海町との連携協定に基づき介護予防に関する公
開講座を別海町において実施した。

産学・地域連携セ
ンター

道など関係機関と定期的な意見交換を実施する。

A 経営企画課
調整

　北海道保健福祉部との懇談会を実施した。
　本学からは全役員が出席し、保健福祉部と密接に関係する５つの項目
について意見交換を実施した。

Ｃ 0

建学の精神である「進取の精神と自由闊達な気
風」の下、先端医学・医療及び地域医療貢献等の
発展に寄与する基礎研究及び臨床研究を推進す
る。

建学の精神である「進取の精神と自由闊達な気
風」の下に先端医学・医療及び地域医療貢献等の
発展に寄与する基礎研究及び臨床研究を推進す
る。 A

　医学の進歩に向け、基礎研究においては動物モデル、細胞を用いた研
究を進め、臨床研究においては患者への応用を踏まえた研究を推進して
いる。
(脳梗塞患者に対する自家培養骨髄間葉系幹細胞の静脈内投与による
細胞療法の検討、ヒト癌ワクチン実用化の臨床研究など）

（１） Ｓ 0

94

産学・地域連携セ
ンター

人的交流や情報発信など企業等との連携を強化
し、産業界のニーズに対応した研究を推進する。

人的交流や情報発信など企業等との連携を強化
し、産業界のニーズに対応した研究を推進する。

Ａ

　各種展示会等を通じ、産業界のニーズを把握し、共同研究を推進した。
（ギメラシル併用による放射線感受性増感剤効果の検討など）
　また、北海道医療産業研究会の活動により道内産業界との連携、技術
要請の把握に努めた。

92
（ウ）
a

93 b

（ア）

95
（イ）
a

96 b

97 （ウ）

79 （ウ）

80 （ア）

81 （イ）

82 （ウ）



№ №
事務局中　期　計　画 ２１　年　度　計　画 自己点検・評価

イ 大学として重点的に取り組む領域 イ　大学として重点的に取り組む領域

ウ 成果の社会への還元 ウ　成果の社会への還元

先端医学・医療を研究する大学として、高い研究水
準を維持し、次の研究領域に重点的に取り組む。
・国際的に高く評価されている研究
・独創性が高い研究
・地域の特殊性に根ざした研究
・萌芽的研究
・短期的に成果が上がりにくい基盤的研究
・基礎研究の成果を臨床の場へ応用する研究

　平成２１年度特定医学研究推進事業費の配分にあたり、札幌医科大学
特定医学研究推進事業費審査委員会を開催し、本年度の事業費交付対
象研究の選定を行い、１５研究を採択した。（先端的研究１０件、奨励的
研究５件）
　また、平成２０年度に採択した研究に係る成果報告会を実施し、研究成
果を公表した。

学務課
（経営企画課）

大学として十分配慮すべき研究分野に対する支援
策について検討する。

A

　学術振興助成事業に係る審査会（役員会懇談会）を開催し、萌芽的研
究や若手研究者の研究などを選定し助成したほか、進展している臨床研
究について、文部科学省の大型プロジェクト（橋渡し研究支援推進プログ
ラム）の採択に結びつけた。
・教育研究事業…６５件（１０９００千円）
・学術集会等…１４件（１７２０千円）
・海外派遣受入事業…８件（１５６０千円）
・短期留学事業…１件（１０００千円）
・国際交流懇談会事業…２件（１００千円）
・公開講座等…２０件（４７２０千円）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計１１０件（２００００千円）

産学・地域連携セ
ンター

大学として重点的に取り組む研究分野を選定し推
進するため、特定医学研究費を適切に運用すると
ともに、産学・地域連携に供する研究については、
トランスレーショナルリサーチ事業等の実施により
促進を図る。

産業界のニーズを的確に把握する体制について検
討する。

A

　産学官連携コーディネータを配置し、企業との情報交換を通じて、産業
界のニーズを把握した。
　また、ＴＬＯ等の技術移転機関を通じ、札幌医大シーズについて事業化
可能性等の情報収集を行った。
　学内にコーディネーター、学外には技術移転機関との提携を取ることに
より、道内、国内、国外の産業界に関するニーズ把握の体制が構築され
た。

公開講座、フォーラム等を積極的に開催し、研究の
成果を広く社会に発信する。

研究成果を広く社会に発信するため、公開講座、
フォーラム等を企画し、情報提供を図る。

A

　医療人育成センターの開設を記念し、著名人による公開リレー講座を実
施した。（受講者数　延べ１，９６２名）
　また、開学６０周年の冠事業として道民公開講座等を実施した。

※○道民公開講座
　　　・１０／１４（松前町）　 ・講師：医学部長　・参加者：２６３人
　　　・１０／２８（利尻町）　・講師：医学部長　・参加者：１５６人
　  ○道民特別講演会
　　　・６／２０（本学臨床講堂）・講師：筑波大学教授ほか　・参加者１５０
人
　　　・８／８（札幌市）　・講師：日本医師会常任理事　・参加者８０人

優れた研究成果等を積極的に公表するため、情報
技術等の活用を進め、ホームページの改善や公表
方法を工夫する。

学外向け刊行物のあり方について検討する。 本学が発行する全ての学外向け刊行物の実態を
把握し、そのあり方や具体的な発行方法について
検討する。

A

　医学部で発行している医学雑誌については引き続き電子媒体による編
集を行い、経費節減を図った。
　保健医療学部で発行している年報・紀要について、編集委員会で将来
的なホームページ掲載の可能性等について情報発信・発行のあり方につ
いて検討を行った。

研究成果等を公表するため、印刷物やホームペー
ジの改善・充実を進めるなど、多種多様な広報媒
体の活用について検討する。

A

A

　センター活動報告書５００部、パンフレット１０００部作成し、あらゆる機
会を通じて研究活動内容の広報に努めたほか、センター通信やメールマ
ガジンを随時発信し、学内外への研究情報の提供を行った。

産学・地域連携セ
ンター

研究者データベースの更新・充実を図る。
A
　研究者データベースの更新等を行った。 総務課

人事
産学・地域連携セ

ンター

学務課
学務

学務課
各講座

産学・地域連携セ
ンター

産学連携等を推進するため、産業界のニーズを把
握する体制を構築し、研究者データベース等情報
発信機能を一層充実する。

98 （ア）

99 （イ）

100 （ア）

101 （イ）

102 （ウ）

103
（エ）
a

104 b

83

84 （ア）

85 （イ）

86 （ウ）

87 （エ）
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№ №
事務局中　期　計　画 ２１　年　度　計　画 自己点検・評価

第１ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置

研究に関する目標を達成するための措置

研究実施体制等に関する目標を達成するための措置

ア 研究機能 ア　研究機能

関係機関等と連携して研究成果の実用化や普及
に向けた取組みを進め、迅速かつ積極的な社会還
元を図る。また、地域との連携を推進するため、平
成１９年度に地域連携ポリシーを策定する。

産学連携ポリシーに基づき、研究成果の社会還元
を進める。

A

　産学連携ポリシーに基づき、産学官連携コーディネータや各種技術移
転機関、産業界からの要請に応じて、国内及び海外の企業に対し、大学
が有する知的財産のライセンスを与えたほか、民間企業等との共同研究
において大学が有する知見を提供するなど、札幌医大が有する研究成果
について社会還元を行った。

産学・地域連携セ
ンター

研究内容から研究者がわかる研究シーズクリッカ
ブルマップの更新をする。

A

　クリッカブルマップの利便性を再検討した結果、更新に代えて、より一覧
性に優れた新たな研究シーズ集を、平成２２年度に作成することとした。 産学・地域連携セ

ンター

0 Ｃ 0

学術研究の特性に配慮しながら、新たな発展的領
域等に対する人的資源等の重点的配置に取り組
む。

発展的領域等に人的資源を重点的に配置する。

A107 （ア）

2

（２） Ｓ 1 Ａ 26 Ｂ

総務課
人事

教員任期制度の適切な運用を図る。

A

　教員の教育や研究活動等をより一層活性化することを目的に導入され
た任期制の導入に伴い、職員自らが企画する研究やスキルアップを目的
に制度化した「サバティカル研修」の実施を許可し、教員任期制度の適切
な運用を図った。

※（参考）
　 研修者：医学部動物実験施設部准教授
　 研修内容：南部アフリカにおける病原微生物分布調査と抗菌物質の探索
　 研修期間：平成２２年７月１日～１０月３１日(４ヶ月間)
　 研修場所：ザンビア共和国（ザンビア大学獣医学部）

総務課
人事

大学と企業等との研究上の連携を強化するための
方策について検討する。

A

　共同研究規程等に基づき随時共同研究を実施した。（ギメラシル併用に
よる放射線感受性増感剤効果の検討　など）
　イノベーションジャパンに２ブース出展し、医大研究シーズの紹介並び
に、企業との連携を進めた。
　産学官連携コーディネータを配置し、企業との情報交換を通じて、産業
界のニーズを把握するとともに、企業との共同研究を推進した。
　また、企業との連携を進めるため、大学の産学連携体制等に関するパ
ンフレットを作成した。

産学・地域連携セ
ンター
学務課
大学院

総務課
人事

産学・地域連携セ
ンター

研究活動の活性化のため、学内外との人事交流や
任期制の導入と適切な運用など、研究者等を機動
的で柔軟に配置する体制の構築を図る。

学内外との人事交流を促進する。

A

　他大学、研究機関等から特任教員３名を採用した。

※分子標的探索講座特任助教（北大）、
　 腫瘍診療Ｃ特任助教（カタルニアがんＣ）、
   産学連携Ｃ特任助教（京大）

企業との共同研究を積極的に推進するため、企業
からの優秀な研究者の受入れ方策を検討するとと
もに、大学院に入学した社会人の院外指導を行う
研究教授制について広く周知を図る。

105 c

106 （オ）

108
（イ）
a

109 b

110
（ウ）
a

88 （オ）

89 （ア）

90 （イ）

年度計画
項目

91 （ウ）



№ №
事務局中　期　計　画 ２１　年　度　計　画 自己点検・評価

（カ）

94

企業、関係機関等に研究教授制の周知を図る。

A

　ホームページに研究教授制の概要を記載したパンフレットを掲載し、企
業、関係機関に向け周知を図った。

学務課
大学院

医学の進歩に対応し研究機能を強化するため、医
学部附属研究所等のあり方を検討し、理念・目標を
整理した上で、平成２１年度までに再編統合につい
て時期、組織体制等を明確にする。

医学部附属研究所等の再編・統合について、医学
部附属研究所等再編検討ワーキンググループにお
いて検討し、再編統合の時期、組織体制等を明確
にする。

A

　医学部附属研究所再編検討ＷＧで検討した再編に当たっての基本的
考え方、研究機能の統合、研究支援機能の統合及び研究支援事務部門
の設置、研究部門・研究支援部門の管理、再編の方法・時期等につい
て、「医学部附属研究所の再編検討について（答申）」として取りまとめ、
医学部教授会、教育研究評議会、役員会に諮り、成案として得ることがで
きた。
　平成２２年度以降、具体的な再編に着手することとしている。

学務課

111

学内共同利用施設については、職員の適正な配
置、管理業務の効率化等に十分留意し、利用者に
とって利便性の高い研究支援体制を構築する。な
お、各学部附属の施設については、平成２１年度ま
でに両学部が相互に利用しやすい制度・体制を構
築する。

学内共同利用施設に関し、職員の適性な配置、管
理業務の効率化並びに、両学部において利用しや
すい制度・体制の構築について、各学部毎に、両
学部が相互に利用しやすい制度・体制を検討し、
構築を図る。

A

　医学部では、医学部附属研究所再編検討ＷＧで検討した再編に当たっ
ての基本的考え方、研究機能の統合、研究支援機能の統合及び研究支
援事務部門の設置、研究部門・研究支援部門の管理、再編の方法・時期
等について、「医学部附属研究所の再編検討について（答申）」として取り
まとめ、医学部教授会、教育研究評議会、役員会に諮り、成案として得る
ことができた。
　保健医療学部では、将来的なサステナブルヘルスプロモーションセン
ターの実現に向けワーキンググループを設置し、基本構想や今後の方針
をまとめた。

学務課

倫理委員会、臨床研究審査委員会などの研究審
査組織について、案件処理の効率化、迅速化及び
透明性に配慮した体制を確保する。

倫理委員会及び臨床研究審査委員会における案
件処理の効率化、迅速化及び透明性に配慮した体
制について検討する。

S

　倫理委員会については、平成２０年度までは年４回～５回の開催で、案
件処理の停滞が課題となっていたことから、平成２１年度新たに「一般研
究倫理審査専門委員会」を設置し、月１回の委員会の開催を通じて、案
件処理の効率化と迅速化を図った。
　また、未固定凍結人体標本の利用に関する指針の策定に向けた調査・
検討を行う専門部会「未固定凍結人体標本の利用に関する指針の検討
部会」を平成２１年６月に設置した。
　臨床研究審査委員会（ＩＲＢ）関連では、平成２１年度に業務手順書の改
訂や統一書式を導入するなど、案件処理の効率化・迅速化を図った。
　また、関係機関に対するＩＲＢ情報の提供等　（ＩＲＢ情報を治験促進セン
ター及び医薬品医療機器総合機構ＰＭＤＡに登録治験センターホーム
ページのリニューアル）を通して、透明性に配慮した体制を整備した。

病院課
企画調整
治験管理

研究に必要な大型・高額設備を学内共同利用施設
のもとに集約し共同利用を積極的に推進する。ま
た、研究に支障を来さないよう、これら設備の維持・
補修・更新を適切に行う。

教育研究機器センターの機器の適切な維持、補
修、更新を計画的に実施する。

A

　教育研究機器センター配置の教育研究用機器について、更新を含め計
画的な修繕等を進め、適切な維持・管理に努めた。

・幹細胞分離装置（セルソーター）購入
・ジュンテックアナライザー修繕
・ＢＤ FACS Calibur修繕

学務課
学務

b

112 （エ）

113 （ォ）

114 （カ）

115 （キ）

92 （エ）

93 （オ）

95 （キ）
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№ №
事務局中　期　計　画 ２１　年　度　計　画 自己点検・評価

イ　 研究の質 イ　研究の質

（ウ）

99

ウ　 研究資金 ウ　研究資金

各研究科の実験室など、研究環境の改善に努め
る。

各講座等の研究室、研究環境の改善に努める。

A

　総務課参事と連携の上、神経科学講座実験室改修工事、ＲＩセンター実
験室等修繕工事をはじめ、各講座等の要望を踏まえ環境改善に努めた。

学務課
学務

小樽商科大学、北海道医療大学をはじめ、帯広畜
産大学、室蘭工業大学等との共同研究を推進す
る。

A

　小樽商科大学及び室蘭工業大学と連携し、昨年度に設立した北海道医
療産業研究会を通じ、大学と企業との連携活動を進めた。
　また、道内大学の知的財産担当者と連絡を取り、各大学での課題等に
ついて共有を進めた。

産学・地域連携セ
ンター

両学部、附属病院等学内間で連携して取り組む研
究を積極的に推進するため、人員、資金、施設等
の学内資源を優先的に配分する制度を検討する。

研究プロジェクトや組織単位などの研究活動につ
いて、自己評価や外部評価を活用した適切な検証
を行い、研究の質を高める。

研究プロジェクトや組織単位などの研究活動につ
いて、自己評価や外部評価を活用し適切に検証す
る。

A

　研究成果である特許出願等について、外部有識者による評価体制を構
築した。
　文部科学省科研費やTR等の研究関連補助事業で行われている定期的
な自己評価、外部評価結果を研究プロジェクトの検証や今後のプロジェク
ト推進に活用した。

産学・地域連携セ
ンター

科学研究費補助金等に関する若手研究者向けの
説明会の実施、メールマガジンやホームページに
よる各種助成金等に関する情報を迅速に周知す
る。

学内間で連携して取り組む研究の中で、大学として
重点的に取り組む研究等に対し、人員、施設の優
先的な配分方法について、現行制度の検証を行
う。

A

　学内間で連携して取り組む研究の中で、大学として重点的に取り組む
研究等について把握するとともに、対象となる人員、施設の優先的な配
分方法について、所管課から現行制度等に関する資料の提出や取り組
み実績などの説明を受けるなど現行制度の検証を行った。

経営企画課
経営

他大学、研究機関との共同研究を推進するなど、
学外組織との連携・協力を積極的に進める。

研究者ごとに評価結果を踏まえた研究の質の向上
につながる改善策を盛り込んだ計画を作成する。

評価結果を踏まえ研究者ごとに改善策を盛り込ん
だ計画の作成のあり方について検討する。

Ａ

　教員評価制度を平成２０年度より実施し、研究者データベースの更新等
を実施しているが、現時点では教員個々の活動実績に係る評価結果の
把握が困難であること、また計画の作成にあたっては、教員の意見等を
反映させる必要があることから、検討の結果、具体の検討については平
成２４年度から検討を行うことが適当との結論を得た。

総務課
人事

A

　助成金・国費の情報をホームページに掲載し、学内への周知を迅速に
行うとともに、研究者を対象とした科研費説明会を２回開催した。

産学・地域連携セ
ンター

科学研究費補助金等の各種競争的資金を積極的
に獲得するため、関係情報の提供や相談体制の整
備などを進め、競争的資金の申請件数を平成１８
年度に比べ平成２４年度において１０％増加するよ
う取り組む。

116 （ク）

117 （ア）

118 （イ）

119 （ウ）

120 （エ）

121
（ア）
a

96 （ク）

97 （ア）

98 （イ）

101 （オ）

102 （ア）



№ №
事務局中　期　計　画 ２１　年　度　計　画 自己点検・評価

事務手続の支援や相談体制の整備・強化など、産
学・地域連携センターの機能を充実する。

A

　各種研究費獲得についての相談を随時受付け、受託研究契約、共同研
究契約、助成金申請を行うとともに、ホームページ等を活用するなど、公
募情報の提供を行った。

※大学受託研究４６件、一般受託研究４６件、共同研究２１件実施
　 民間財団等助成申請１６０件

産学・地域連携セ
ンター

道内外の研究成果展示会に出展するなど、研究
シーズについて積極的な情報発信を行う。

A

　北洋銀行ものづくりテクノフェア（札幌）、イノベーションジャパン（東京）
での出展や、バイオジャパン（横浜）での情報収集等行った。

産学・地域連携セ
ンター

研究シーズ集等研究内容を紹介するための印刷
物などの作製を行う。

Ａ

国などの重点施策事業等の獲得に向け全学的な
検討体制を整備する。

国などの重点施策事業等の獲得に向け、必要に応
じてプロジェクトチーム等を設置する。

A

　本学にとって重点施策のひとつである文部科学省の平成２１年度研究
拠点形成費等補助金を獲得するために学内に教授４人によるプロジェク
トチームを設置した。採択後は、事業を円滑に推進するために新たに教
育研究高度化プロジェクト支援会議を設置し、事業の執行管理等を行っ
てきたものである。

学務課

受託研究・共同研究、治験の推進や奨学寄附金等
を獲得するため、企業等へ効果的な情報発信を進
めるとともに、弾力的な運用が可能となる体制を整
備する。

　産学・地域連携センターの活動報告書及び産学連携体制等に関するパ
ンフレットを作成した。

産学・地域連携セ
ンター

124
（ウ）
a

質が高く効率的な治験を推進するため、治験セン
ターの充実について検討する。

A

　治験センター会議を、原則、毎月１回開催し、情報の共有化を通した案
件処理体制の効率化を図るとともに、各種研修に出席し、スタッフの資質
の向上を図った。
　また、治験センターホームページのリニューアル（H21.9.28～）を通して
企業等への効果的な情報発信に努めた。

※各種研修内容
・平成２１年度文部科学省委託事業国公私立大学病院臨床研究（治験）
コーディネーター養成研修
・第１１回臨床試験セミナー
・第９回ＣＲＣと臨床試験のあり方を考える会議２００９ｉｎ横浜

研究者等の研究活動に考慮した予算配分を行う。

A

　平成２１年度特定医学研究推進事業費の配分にあたり、札幌医科大学
特定医学研究推進事業費審査委員会を開催し、本年度の事業費交付対
象研究の選定を行い、１５研究を採択した。（先端的研究１０件、奨励的
研究５件）
　また、平成２０年度に採択した研究に係る成果報告会を実施し、研究成
果を公表した。

学務課
学務

病院課
治験管理

教育研究費の配分にあたっては、各々の領域の教
育・研究に支障を来さないよう十分配慮しつつ、研
究者等の研究活動の評価結果や、中・長期的視点
に立った大学の方針の下、重点的に取り組む領域
を考慮して配分する制度を平成２０年度までに導入
する。

122 b

123 （イ）

125 b

126 ｃ

127
（エ）
a

103 （イ）

104 （ウ）

105 （エ）
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№ №
事務局中　期　計　画 ２１　年　度　計　画 自己点検・評価

エ　 知的財産 エ　知的財産

重点的に取り組む領域等を考慮した予算配分を行
う。

A

　平成２１年度特定医学研究推進事業費の配分にあたり、札幌医科大学
特定医学研究推進事業費審査委員会を開催し、本年度の事業費交付対
象研究の選定を行い、１５研究を採択した。（先端的研究１０件、奨励的
研究５件）
　また、平成２０年度に採択した研究に係る成果報告会を実施し、研究成
果を公表した。

学務課
学務

　本学の知財講義に係るコンテンツを留萌市立病院の医師等に対してe-
ラーニングとして継続配信した。

産学・地域連携セ
ンター

A

　平成２１年１１月及び１２月、平成２２年２月にそれぞれバイオベン
チャー起業者、特許庁審査官等を講師に招き、知財取得、創出に関する
講義を行うなど。知財に関するセミナー開催を企画した。
　また他大学等に知財教育に関する資料、情報等発信を行った。 産学・地域連携セ

ンター

将来の研究成果の社会還元を見据え、大学院学
生、学部学生等を対象とした知的財産に関する教
育の充実を図る。

大学院学生、学部学生等を対象とした知的財産に
関する教育を推進・充実する。

A

　学長及び産学・地域連携センターの副所長が講義を行い、知的財産に
関する教育を推進した。

産学・地域連携セ
ンター

地域で医療や研究に従事している者を対象とした
知的財産遠隔教育を行う。

A

知的財産の創出、取得、管理及び活用について、
産学・地域連携センターを中心に積極的に推進す
る。

知的財産管理体制や継続的に管理運営する方法
等を検討する。

A

　発明審査会を設置し、必要に応じて、学内教員等に加え、学外弁理士、
技術移転機関などの学外有識者を活用した体制とするなど、札幌医大が
保有する権利の取扱を協議・決定できる体制を構築した。

産学・地域連携セ
ンター

知的財産に関する規程を整備するとともに、適宜
必要な見直しを進める。 A

　発明審査会規程、研究成果有体物取扱規程を整備した。
産学・地域連携セ

ンター

知的財産の創出、取得等に関する取組を啓発する
ため、各種説明会等を開催する。

128 b

129
（ア）
a

130 b

131 c

132
（イ）
a

133 b

107 （ア）

108 （イ）



№ №
事務局中　期　計　画 ２１　年　度　計　画 自己点検・評価

第１ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置

社会貢献に関する目標を達成するための措置

地域医療等への貢献に関する目標を達成するための措置
ア ア

年度計画
項目

3 Ｓ 1 Ａ 61

臨床研修センターを中心として臨床研修協力病院
との連携を深めた研修システムを通じ、地域医療
に貢献する。

臨床研修センターと臨床研修協力病院との連携を
深め、初期臨床研修プログラムの改善・充実につ
いて検討する。

A

　臨床研修センターと臨床研修協力病院との連携を深めるため、協力型
臨床研修病院（襷かけ病院）を追加した。（札幌徳洲会病院・国立病院機
構西札幌病院・釧路孝仁会記念病院・北海道社会事業協会小樽病院・日
鋼記念病院・静仁会静内病院）

　また、初期臨床研修プログラムを改善し、研修１年目で将来専門とした
い診療科を３か月研修できる「キャリアコース」と、研修２年目に全ての診
療科を自由に１１か月研修することが出来る「自由選択コース」の２つの
コースを設けた。

　なお、平成２２年１月に、市立根室病院から協力施設の依頼、北海道済
生会小樽病院から協力型臨床研修病院の依頼があったので、平成２３年
度からそれぞれ協力施設、協力型臨床研修病院に追加すべく、事務手続
きを進めている。

病院課

臨床研修協力病院との連携強化を推進する。

A

　臨床研修協力病院との連携強化を推進するため、協力型臨床研修病
院（襷かけ病院）を追加した。（札幌徳洲会病院・国立病院機構西札幌病
院・釧路孝仁会記念病院・北海道社会事業協会小樽病院・日鋼記念病
院・静仁会静内病院）

　また、院内各診療科の指導医及び協力型臨床研修病院の指導医を対
象に「指導医養成講習会」を実施した。（６月６日～７日・１０月３１日～１１
月１日）

　なお、平成２２年１月に、市立根室病院から協力施設の依頼、北海道済
生会小樽病院から協力型臨床研修病院の依頼があったので、平成２３年
度からそれぞれ協力施設、協力型臨床研修病院に追加すべく、事務手続
きを進めている。

病院課
臨床研修

134

0（１） Ｓ 1 Ａ 26 Ｂ

Ｂ 1 Ｃ 0

1 Ｃ

A

　「病院感染対策講習会」等を一般公開とするなど、学外の受講希望者
への対応を図った。

※「感染対策講習会」
　○平成２１年９月１０日
　　 演題：新型インフルエンザ流行への備え　　受講者：４７１人

　○平成２２年２月２５日
　 　演題：感染防御に関する最近の動向　　受講者：４３５人

病院課
管理

地域医療教育支援センターを設置し、後期研修・専
門医養成、生涯教育を通じて地域医療を支援す
る。

附属病院の教育機能を効果的に活用し、後期研
修、専門医養成を中心に、生涯教育にも対応でき
るよう地域医療教育支援センター（若手医師キャリ
ア形成支援センター）の充実を図る。

A

　昨年度に引き続き、若手医師キャリア形成支援センターに専任教員２名
を配置し、センター機能の維持・充実に努めた。
　また、７月～９月の３ヶ月間、当院第一外科において、国立函館病院（北
大病院）から専門研修医の受入を行った。
　さらに、８月に当院初期臨床研修医へ動向調査及びアンケート調査を
行った。
　平成２２年３月１２日（金）に北大病院、旭川医大病院との共催でシンポ
ジウム「専門研修こそ大学で」を開催した。

病院課

学外の医療専門職員を対象とした公開講座、技術
講習会等を実施する。

地域の医療機関等で活動しているコメディカルス
タッフに対する生涯教育を支援するため、講演や技
術講習会等の充実を図る。また、他の機関等が実
施している研修会等に対する支援についても検討
する。

（ア）
a

135 b

136 （イ）

137
（ウ）
a

（ア）109

110 （イ）

（ウ）111
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№ №
事務局中　期　計　画 ２１　年　度　計　画 自己点検・評価

附属病院の教育機能を効率的に活用し、地域医療
のレベルアップを図るため、地域からのコメディカル
スタッフ臨床実習の受入状況を検証し、充実を図
る。 A

　臨床実習等の受入を行った。

※臨床実習生受入実績…５５０名
病院課
管理

看護協会等の職能団体が実施する研修会等への
支援を行う。

A

　各種研修会等（認定看護管理者研修会、看護実践研修会等）へ講師を
派遣した。

※講師派遣実績（看護部）…６２名
病院課
管理

メディカルコントロール体制整備支援事業により救
命救急医療の質の向上を図る。

A

　石狩北部ＭＣと、病院実習の内容充実に向けた取組を協議した。

※協議内容
　　・救命救急の事後検証に係る書式等を整備することとした。
　　・MC関連予算について用途の幅を拡大することとした。
※MC受入実績…１４９名

病院課
管理

地域医療連携室による地域医療機関との診療連
携や診療情報の提供により、地域における医療の
質の向上に努める。また、利用医療機関数を平成
１８年度に比べ平成２４年度において２０％増加す
るよう取り組む。

地域医療連携室により紹介、逆紹介にわたる地域
連携のあり方を検討し、地域連携の充実を図る。

A

　平成２１年７月に、転院を依頼した実績のある病院のピックアップを各診
療科に依頼し、「退院支援協力医療機関登録制度」の創設を検討した。

※平成２１年度紹介患者総数…２５１３件（対前年度比１２％増）
　 平成２１年度利用医療機関数 …４８８件（対前年度比９％増）

患者サービスセン
ター

高度救命救急センター、北海道リハビリテーション
支援センター、エイズブロック拠点病院及び基幹災
害医療センターとして関係医療機関の支援を推進
する。

中核的医療機関としての機能を充実し、関係医療
機関への支援の充実を図る。

A

　平成２１年７月に、転院を依頼した実績のある病院のピックアップを各診
療科に依頼し、「退院支援協力医療機関登録制度」の創設を検討した。

※平成２１年度紹介患者総数…２５１３件（対前年度比１２％増）
　 平成２１年度利用医療機関数…４８８件（対前年度比９％増） 病院課

安全で安心できる地域の医療体制の構築のため、
地域医療を支える公的医療機関等に対する人的・
技術的支援や連携方策を充実させるとともに、地
域医療に関する政策立案に協力する。なお、医師
等の総派遣件数に、地域医療を支える公的医療機
関に対する派遣件数の占める割合が平成２４年度
において６０％となるよう取り組む。

本学の医師派遣機能を一元化して実施する地域医
療支援センターを設置し、緊急的な医師派遣要請
や地域医療機関からの診療支援要請に、迅速か
つ円滑に対応する。

A

　平成２１年度においては、緊急的な医師派遣の要請は無かったが、地
域医療機関へ次のとおり診療支援を行った。

※派遣要請…２，２７９件、派遣実績…２，１４４件（応諾率９４．１％）

（参考）
　公的医療機関数に対する医師派遣件数の占める割合…５８．６％ 病院課

138 b

139 c

140 （エ）

141 （オ）

142 b

143
（カ）
a

112 （エ）

113 （オ）

（カ）114



№ №
事務局中　期　計　画 ２１　年　度　計　画 自己点検・評価

イ イ

医師以外の医療専門職員について、ニーズの把握
を含め、大学として派遣決定する仕組みを検討す
る。

A

　地域からの要望に応え、平成２０年度においては看護部、平成２１年度
においては薬剤部で医療専門職員を派遣しているが、平成２１年度に新
たに設置した、札幌医科大学附属病院の病院機能・施設の充実及び新
たな病院機能のあり方等を検討する「病院の機能改善ワーキンググルー
プ」において検討され、医師以外の医療専門職員の派遣決定の仕組みに
ついては、まず地域のニーズを把握した上で、派遣のあり方等を検討す
ることとした。

病院課
管理

道、市町村等の要請に応じ、地域医療に関する政
策立案に協力する。

A

　 平成２１年度においては、国の新たな施策である「地域医療再生計画」
について、道からの要請に応じ、平成２２年度からの特設講座の設置に
向けて、設置規程の検討及び各関係講座等との調整を行った。

経営企画課
病院課
企画調整

派遣医師の処遇や、地域での医療支援に対する評
価について検討を進める。

A

　平成２０年度までは、派遣医師及び派遣を受けている医療機関に対す
るアンケート調査を定期的（３年毎）に実施し、その調査結果をもって、派
遣側、受入側に対して派遣医師に対する処遇等について協力を依頼して
いるところである。
　しかし、派遣医師の処遇については、随時、把握する必要があることか
ら、平成２１年度から派遣医師に対するアンケート調査の実施（毎年）を
決定し、平成２２年３月に派遣常勤医師（３０２名）に対してアンケートを実
施した。

病院課
医師派遣

144

病院課
医師派遣

道との情報交換を行うとともに、必要に応じて意見
交換会を開催する。

A

　北海道保健福祉部との懇談会を実施した。（平成２１年１０月２７日開
催）
　医師派遣など本学と保健福祉部に密接に関係する５つ項目について意
見交換を行った。

経営企画課
調整

市町村、各種団体等の医療、保健、福祉等に関す
る計画や企画立案の要請に積極的に対応する。 A

　各種審議委員等就任要請に対し、随時対応した。
産学・地域連携セ

ンター

北海道医療対策協議会へ積極的に参画する。

A

　第１４回北海道医療対策協議会に参画し、医師派遣調整や地域医療を
担う医師養成について協議を行った。

※開催日：平成２２年３月２９日
※出席者：学長、医学部長、病院長

医療、保健、福祉等の分野における本学の多彩な
専門性を有した人的資源による支援活動の実施に
ついて、市町村等へ積極的に広報を行う。

A

　ホームページ等において研究成果等について広報活動を行ったほか、
産学官連携コーディネータによる北海道医療産業研究会の活動等を通
じ、道内へ情報発信等を行った。

産学・地域連携セ
ンター

道の施策に積極的に協力するとともに、市町村等
の医療・保健・福祉に関する計画や企画の立案を
支援する。また、行政機関をはじめ、地域の活動に
貢献している各種団体等の活動を支援するため、
各種審議会の委員への就任や各種団体等への提
言、助言等を積極的に行う。なお、これら道、市町
村等からの委員就任、講師派遣等の支援要請に
対して積極的に応ずる。

b

145 c

146 d

147
（ア）
a

148 b

149 c

150 d

115 （ア）

39



40

№ №
事務局中　期　計　画 ２１　年　度　計　画 自己点検・評価

ウ ウ

北海道新聞社との提携・協力による「健やか北海
道プロジェクト」を引き続き推進し、新たなテーマ、
活動について検討する。

A

地域の課題、要望等を的確に把握し、地域の特殊
性に根ざした研究について取り組む。

地域の特殊性に根ざした研究について取組を進め
る。

A

　釧路市、日高町及び上ノ国町からの受託研究に加え、別海町との連携
協定に基づく事業計画協議、知的クラスター創成事業の研究開発を行っ
た。

産学・地域連携セ
ンター

疾病の予防や健康づくりに関する公開講座や講演
等を積極的に開催するために、推進方策及び学内
推進体制の整備を検討するとともに、各種ﾒﾃﾞｨｱ、
自治体広報、ホームページ等を利用した積極的な
情報発信を行う。

A

　平成２２年に開学６０周年（創基６５周年）を迎えることから冠事業とし
て、関係機関等の協力を得て、道民公開講座等を実施した。

※○道民公開講座
　　　・１０／１４（松前町）　 ・講師：医学部長　・参加者：２６３人
　　　・１０／２８（利尻町）　・講師：医学部長　・参加者：１５６人
　  ○道民特別講演会
　　　・６／２０（本学臨床講堂）・講師：筑波大学教授ほか　・参加者１５０
人
　　　・８／８（札幌市）　・講師：日本医師会常任理事　・参加者８０人
　
　また、疾病の予防や健康づくりに関して、道民公開講座だけではなく、
大学及び病院のホームページを利用して広く周知・情報発信を行った。

経営企画課
病院課
学務課

Ｓ

　平成２２年１月に国内初となる推奨学術文献情報提供（レコメンダー）
サービスを開始するとともに、平成２２年２月には、国立情報学研究所CSI
委託事業により国内２例目となる国内大学等発行論文誘導サービスを開
始した。 総合情報

センター

A

道、市町村等からの審議会等の委員への就任要
請及び健康活動等に関する講師等の派遣に対し
積極的に対応する。 A

　国、道、市町村等からの要請に対して、随時、積極的に対応した。

※審議会委員就任件数…２０２件
総務課
総務

疾病の予防や健康づくりに関する道民の意識を喚
起するため、公開講座、講演等を開催するととも
に、各種メディアを利用した積極的な情報発信を行
う。また、次代を担う若い世代に医学・医療に関心
を持ってもらうため、学校等からの講師派遣要請に
積極的に応ずる。なお、公開講座等の開催件数を
平成１８年度に比べ平成２４年度において３０％増
加するよう取り組む。

　新たなテーマ・プロジェクトについて北海道新聞社と協議・検討した結
果、本年度においては、本学の情報を広く道民へ情報発信するため、大
学の取組を紹介した折り込み広告(タブロイド版、全面カラー、４ページ)を
３月２１日（日）の北海道新聞朝刊を活用して札幌圏に３８万部配布した
ほか、全市町村(公共施設、病院等)に5万部配布し、本学の保健・医療、
地域貢献等の活動状況を広く道民へ発信した。
　またプレスリリースやマスコミへの情報提供を積極的に行いパブリシティ
を活用して本学の研究や活動情報をTV・ラジオ、インターネットにて発信
した。

　
経営企画課
広報

平成18年度から実施した介護予防キャラバンを引
き続き実施する。

A 学務課
保健医療学部

高校等の要望に応え、出前講義を積極的に実施す
るとともに、出前講義の項目や実績等をホーム
ページ等でＰＲする。

　道教育庁が実施する「地域医療を支える人づくりプロジェクト事業」にお
いて、６高等学校で７回の出前講義を実施した。

※出前講義実施高校
　    函館中部高等学校、室蘭栄高等学校、岩見沢東高等学校（２回）、
　 　 帯広柏葉高等学校、小樽潮陵高等学校、苫小牧東高等学校

学務課
保健医療学部

　「アウトリーチ（地域実践演習）」などを通じて、地域の介護予防における
中核的な人材育成と地域住民に対する啓発活動を行った。

図書館について、文献検索、文献複写サービスの
充実など、図書館機能のサービス拡充について検
討する。

151 e

152 （イ）

153
（ア）
a

154 b

155 c

再掲 d

156
（イ）
a

116 （イ）

117 （ア）



№ №
事務局中　期　計　画 ２１　年　度　計　画 自己点検・評価

第１ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置

社会貢献に関する目標を達成するための措置

産学官連携に関する目標を達成するための措置

ア 産学・地域連携センター機能の整備・充実を図る。 ア

　臨床支援ポータルデータベースについて継続提供するとともに、平成２
２年３月には多地点TV会議システムの更新を行い、最新OS搭載パソコン
への対応により利便性の向上を図った。
　学術情報提供支援として、平成２１年１２月に北海道内初、国内８例目
となる医療機関電子ジャーナルコンソーシアムの整備を実施し、約４０機
関の参加を得て、平成２２年度から事業実施することとなった。

大学が保有する情報や資源を広く社会に還元する
ため、総合情報センター、標本館等の道民への利
用拡大について取り組む。

総合情報
センター

地域の医療関係従事者を対象とした地域医療支援
システムの改修を行い、情報センター機能のサー
ビス拡充を図る。

A

大学の施設について、地域の要望を踏まえ、開放
に向けた取組みを進める。

大学施設の開放に当たって、住民等のニーズを把
握し、開放する施設（ホール等）の範囲、料金設定
等について検討する。

A

　検討に当たり、他大学の施設の一般開放状況について情報収集した。

※調査対象大学…福島県立医科大学、横浜市立大学、
                             名古屋市立大学、京都府立医科大学、
                             大阪市立大学、奈良県立医科大学、
                             和歌山県立医科大学、北海道大学、
                             旭川医科大学

学務課
学務

専門学校生等の実習や研修の受入れなど、学外
医療関係者等の学習支援に努める。

B

　今後における具体的な検討スケジュール等について確認するとともに、
他大学における先進事例について調査を実施の上、より具体的な検討を
行った。
　しかしながら、同時並行的に進められていた医学部附属研究所再編検
討ワーキングにおけるサービス部門のあり方検討の結果との整合性を図
る必要もあり、平成２１年度中に各種教育研究用機器の他の教育・研究
機関の利用制度を創設することができなかった。

学務課
学務

産学・地域連携セ
ンターA

　産学官コーディネーターを中心として企業等との共同研究・受託研究な
どの推進に取り組んだ。

地域における医療専門職員の養成支援のため、臨
床教育実習生、解剖実習見学等の積極的な受入
れを進める。

A

　臨床実習生等の積極的な受入を行った。

※解剖実習見学受入数
　　・受入機関数…11機関　　・受入人数（延人数）…約２，０００名
※臨床教育実習生受入数…１，０３０名

病院課
産学・地域連携セ

ンター

大学が保有する各種教育研究機器等について、他
の教育・研究機関等の利用に供する制度を平成２
１年度までに創設する。

医学部附属研究所等再編検討ワーキングにおける
サービス部門のあり方検討の結果を踏まえて、各
種教育研究機器等を他教育・研究機関等の利用に
供する際の機器等の範囲、料金設定等を決定す
る。

産学・地域連携セ
ンター

0 Ｃ 0

研究成果の社会還元の一環として、法人化のメリッ
トを最大限に生かした産学官連携を産学・地域連
携センターを拠点として推進する。なお、共同研究
及び受託研究の実施件数を平成１８年度に比べ平
成２４年度において２０％増加するよう取り組む。

研究成果の社会還元の一環として、法人化のメリッ
トを最大限に生かした産学官連携を産学・地域連
携センターを拠点として推進する。なお、共同研究
及び受託研究の実施件数を平成１８年度に比べ平
成２４年度において２０％増加するよう取り組む。

専門職人材の確保に努める。 研究シーズに対する目利きを行える人材や、共同
研究先との契約条件を検討する人材など、専門的
な知識を有する人材の確保について検討する。 A

　弁理士資格保有者を確保したほか、他大学での知財、産学連携実務経
験者を法人職員として配置した。

年度計画
項目

3

（２） Ｓ 0 Ａ 23 Ｂ

157 b

158 （ウ）

159 （エ）

160 （オ）

161

162 （ア）

118 （イ）

119 （ウ）

120 （エ）

121 （オ）

123

124 （ア）

41
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№ №
事務局中　期　計　画 ２１　年　度　計　画 自己点検・評価

イ　 迅速・実効性ある技術移転の取組みを進める。 イ

ウ　 学内研究者に対する支援の取組みを強化する。 ウ

A

　事務手続きを円滑に進めるため、大学受託研究、一般受託研究の事務
手続を産学地域連携センターに一元化した。 産学・地域連携セ

ンター

受託事業、包括提携等における手法及び弾力的な
運用を可能とする諸規程の整備を図る。

受託事業、包括提携など使い勝手の良い連携手法
について検討する。

A

　早稲田大学スポーツ科学学術院(６月)、財団法人全日本スキー連盟(８
月)とそれぞれ連携協定を締結した。

※連携協定締結日
　 ・早稲田大学スポーツ科学学術院…平成２１年６月１８日
　 ・財団法人全日本スキー連盟…平成２１年８月２１日

産学・地域連携セ
ンター

道内外の研究成果展示会に出展するなど、研究
シーズについて積極的な情報発信を行う。（再掲
No.１２５）

A

　北洋銀行ものづくりテクノフェア（札幌）、イノベーションジャパン（東京）
での出展や、バイオジャパン（横浜）での情報収集等行った。 産学・地域連携セ

ンター

研究者情報や研究シーズなどの研究情報を研究
者データベースや講座訪問を活用し収集する。

事務手続の簡素化を図るとともに、相談体制を整
備・充実する。

産学・地域連携センター機能を円滑に発揮するた
めの組織体制を検討する。 A

　既存の客員研究員1名のほか、科学研究費補助金公募支援体制を強
化するため臨時職員１名を配置した。 産学・地域連携セ

ンター

事務手続の簡素化及び相談体制の整備・充実に
ついて検討する。

163
（イ）
a

164 b

A

　研究者からの相談の機会等を通じ、学内シーズの情報（研究の進捗状
況等の情報）の把握を行った。 産学・地域連携セ

ンター

研究成果を広く社会に発信するため、公開講座、
フォーラム等を企画し、情報提供を図る。（再掲No.
１０１）

A

　医療人育成センターの開設を記念し、著名人による公開リレー講座を実
施した。（受講者数　延べ１，９６２名）
　また、開学６０周年の冠事業として道民公開講座等を実施した。

※○道民公開講座
　　　・１０／１４（松前町）　 ・講師：医学部長　・参加者：２６３人
　　　・１０／２８（利尻町）　・講師：医学部長　・参加者：１５６人
　  ○道民特別講演会
　　　・６／２０（本学臨床講堂）・講師：筑波大学教授ほか　・参加者１５０
人
　　　・８／８（札幌市）　・講師：日本医師会常任理事　・参加者８０人

学務課
各講座

事務手続の支援や相談体制の整備・強化など、産
学・地域連携センターの機能を充実する。（再掲№
１２２）

A

　各種研究費獲得についての相談を随時受付け、受託研究契約、共同研
究契約、助成金申請を行うとともに、ホームページ等を活用するなど、公
募情報の提供を行った。

※大学受託研究４６件、一般受託研究４６件、共同研究２１件実施
　 民間財団等助成申請１６０件

産学・地域連携セ
ンター

早期技術移転等を可能とするため、学外技術移転
機関との連携について検討する。

学外技術移転機関等との連携方策について検討
する。

A

　リクルートTMD、聖マリアンナMPO、IPSNといった学外技術移転機関と
の連携を促進した。（大学が有する知的財産権のライセンスの受諾先を
探してもらっている。）

産学・地域連携セ
ンター

研究情報の収集を進めるとともに、積極的な発信
を行う。

本学が取り扱った事例に関する情報の蓄積と事後
検証体制を構築する。

本学が取り扱った事例に関する情報の蓄積と事後
検証を行う体制について検討する。 A

　取扱事例に係る対応・進捗の書面化に取り組んだほか、外部機関との
電子メールによる連絡は関係者全員をＣＣに入れ、情報共有に努めた。 産学・地域連携セ

ンター

外部研究資金情報の提供及び相談・事務手続等
支援機能の強化を図る。

科学研究費補助金等に関する若手研究者向けの
説明会の実施、メールマガジンやホームページに
よる各種助成金等に関する情報を迅速に周知す
る。（再掲№１２１）

A

　助成金・国費の情報をホームページに掲載し、学内への周知を迅速に
行うとともに、研究者を対象とした科研費説明会を２回開催した。 産学・地域連携セ

ンター

165 （ウ）

166 （ア）

167
（イ）
a

再掲 b

再掲 c

168 （ウ）

再掲
（ア）
a

再掲 b

125 （イ）

126 （ウ）

127 （ア）

128 （イ）

130 （エ）

131 （ア）



№ №
事務局中　期　計　画 ２１　年　度　計　画 自己点検・評価

知的財産の管理・活用体制を充実する。 知的財産管理体制や継続的に管理運営する方法
等を検討する。(再掲No.１２９）

A

　発明審査会を設置し、必要に応じて、学内教員等に加え、学外弁理士、
技術移転機関などの学外有識者を活用した体制とするなど、札幌医大が
保有する権利の取扱を協議・決定できる体制を構築した。

産学・地域連携セ
ンター

産学官連携の成果について外部の評価等を含む
検証を行い、取組み体制の改善・充実を図る。

産学連携ポリシーについて、産学連携に関する取
組状況を踏まえ、見直しについて検討する。

A

　平成１９年度に策定した産学連携ポリシーについては、産学連携を巡る
状況を踏まえた結果、現状としてポリシーにある取組や連携を積極的に
進めているほか、まだ策定から２年を経過したところであるため、産学・地
域連携センターとしては、見直しの必要がないと判断した。

産学・地域連携セ
ンター

産学・地域連携セ
ンター

研究者のモチベーションを高める仕組みの整備に
努める。

研究者のインセンティブを確保する仕組みの整備
について検討する。

A

　学術振興助成事業により学内の萌芽的研究に助成を実施したほか、外
部資金の間接経費により研究者の環境整備に必要な措置を講ずるた
め、間接経費使途検討委員会を設置・開催（12/7、3/1）し、各研究者から
要望を募集のうえ学内の研究環境基盤整備を図るための体制を構築し
た。

産学・地域連携セ
ンター

総務課人事

産学官連携の成果を評価する方法を検討する。

A

　産学官連携の成果を取りまとめた活動報告書を５００部作成し、各関係
機関に配付したほか、認証評価機関による評価に向けた自己点検評価
報告書の作成にあたり、「社会貢献」、「財務」の項で産学連携の実績に
ついて自己点検評価委員会等で検討を行った。

産学・地域連携セ
ンター

知的財産に関する規程を整備するとともに、適宜
必要な見直しを進める。（再掲№１３０）

A

　発明審査会規程、研究成果有体物取扱規程を整備した。
産学・地域連携セ

ンター

知的財産の創出、取得等に関する取組みを啓発す
るため、各種説明会等を開催する。
（再掲№１３１） A

　平成２１年１１月及び１２月、平成２２年２月にそれぞれバイオベン
チャー起業者、特許庁審査官等を講師に招き、知財取得、創出に関する
講義を行うなど。知財に関するセミナー開催を企画した。
　また他大学等に知財教育に関する資料、情報等発信を行った。

産学・地域連携セ
ンター

産学・地域連携セ
ンター

小樽商科大学、北海道医療大学をはじめ、帯広畜
産大学、室蘭工業大学等との共同研究を推進す
る。（再掲№１１８） A

　小樽商科大学及び室蘭工業大学と連携し、昨年度に設立した北海道医
療産業研究会を通じ、大学と企業との連携活動を進めた。
　また、道内大学の知的財産担当者と連絡を取り、各大学での課題等に
ついて共有を進めた。

産学・地域連携セ
ンター

道関係部との連携を推進する。

A

　北海道医療産業研究会において、経済部・工業試験場等と連携してセ
ミナー開催（２回）するとともに、随時、情報の交換を行った。

小樽商科大学、北海道医療大学、室蘭工業大学の
連携協定に基づく取組みを進める。

A

　小樽商科大学等との連携協定に基づき昨年度に設立した北海道医療
産業研究会を通じ、道内企業との連携を深めた。

学外関係機関・団体との多様な連携を図る方策を
検討する。

再掲

再掲

（イ）
a

b

再掲 c

169 （ウ）

170
エ
（ア）

（イ）171

172
オ
（ア）

173 （イ）

再掲 （ウ）

（イ）132

133 （ウ）

134 エ　

135 オ　
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№ №
事務局中　期　計　画 ２１　年　度　計　画 自己点検・評価

第１ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置

社会貢献に関する目標を達成するための措置

国際交流・貢献に関する目標を達成するための措置

産学・地域連携セ
ンター

他大学等の研究情報等の収集に努める。

A

　イノベーションジャパン（東京）やバイオジャパン（横浜）などの機会を活
用し、情報収集行った。

Ｓ

諸外国での医療活動や医療技術指導など、積極的
に国際社会への支援に取り組む。なお、災害等に
際し、人道的な見地から積極的に対応する。

教職員の派遣等により諸外国での医療活動を支援
する。

A

　１月のハイチ地震の際、救急集中治療部の教授１名が国際緊急援助隊
医療チーム支援委員長として医療従事者の派遣の指揮を執った。

176 ア

177
イ
（ア）

178

企業等との包括連携協定の締結に向けた取組み
を検討する。

A

　早稲田大学スポーツ科学学術院(５月)、財団法人全日本スキー連盟(８
月)とそれぞれ連携協定を締結した。

※連携協定締結日
　 ・早稲田大学スポーツ科学学術院…平成２１年６月１８日
　 ・財団法人全日本スキー連盟…平成２１年８月２１日

産学・地域連携セ
ンター

0

道の北方圏構想に基づき交流協定を締結した大学
との交流内容を検証し、交流の促進を図る。

交流協定更新時には、当該大学とのこれまでの交
流内容を検証し、見直し等を含めた今後の交流の
あり方について検討し、交流促進に取り組む。

A

　平成２２年３月末に、中国医科大学と締結していた学術交流協定と学生
術交流協定について一本化し、協定更新を行った。

経営企画課
国際交流

3

（３） 0 Ｃ0 Ａ 12 Ｂ

国際的な視野を広げ、国際的に活躍する人材を育
成するため、学生の短期間の海外研修事業等を推
進する。

学生の海外研修について、参加学生の意見も踏ま
え、改善・充実に向けた検討を行う。

A

　学生の海外研修はインフルエンザの影響で中止となり意見聴取はでき
なかったが、平成２１年１２月２５日開催の国際交流懇談会で留学生等か
ら国際交流に関する意見を聴取した。
　また、札幌医科大学短期留学助成事業により初めて大学院生１名を米
国のメイヨークリニックに３ヶ月間派遣した。

経営企画課
国際交流

経営企画課
国際交流

諸外国からの研修員の受入等により医療技術指導
などの支援に取り組む。

A

　ＪＩＣＡ日系研修１名(ブラジル）を（平成２１年４月２１日～平成２２年１月
１９日）理学療法学科で受入れたほか、JICA仏語圏アフリカ母子保健人
材育成研修8名を平成２１年１０月５日～平成２１年１１月６日まで受入れ
た。
　また、平成２１年度で終了予定だった JICA仏語圏アフリカ母子保健人
材育成研修について、JICAの要請に応え、引き続き平成２２年度以降３
年間受入を決定した。

経営企画課
国際交流

各種資金制度の情報を迅速に提供し、外部資金を
活用した教職員の海外派遣を積極的に進める。

各種助成制度等を有効に活用し、教職員の海外派
遣を推進する。

A

　海外派遣に関する助成金について、学内専用ホームページを利用し
て、（財）日中医学研究会など各種団体助成８件について周知した。

経営企画課
国際交流

174 （エ）

175 （オ）

（イ）

179 ウ　

180 エ　

136 ア　

年度計画
項目

137 イ　

138 ウ　

139 エ



№ №
事務局中　期　計　画 ２１　年　度　計　画 自己点検・評価

外国向け広報等を充実させ、留学生の受入れを推
進する。

外国向け広報活動の体制について検討する。（統
合No.２４５・２４６）（再掲№２０）

A

　昨年度、大学院の英語版ホームページに、詳細なコース内容を紹介し
たページを新たに追加したところであり、より一層の内容充実に向けて大
学院教務委員会で引き続き検討することとした。

学務課
入試室
大学院

学務課
学生
大学院

留学生に対する奨学金等の経済的支援について
検討する。

A

　(財)国際教育支援協会一般奨学金、日本学生支援機構学習奨励費、
(財)米山ロータリーなどの奨学金の受給に向けて申請の支援を行うととも
に、学務委員会で検討し、国内学生と同様に授業料の減免を行った。

学務課
学生

国際医学交流センター機能の充実について検討す
る。

A

　平成２２年２月１５日開催の国際交流委員会において議題とし、当該宿
泊施設の存在、空室状況、申込先等の情報提供を充実させて、利用促進
を図ることなどの検討がなされた。

経営企画課
国際交流

留学生の多様な関心・学力に対応した学習・研究
支援、相談・カウンセリング体制の整備、奨学金等
の経済的支援など、総合的な支援体制について検
討する。

留学生の多様な関心・学力に対応した学習・研究
支援を行う。

A

　留学生の実情に合わせ、専攻科目の指導教員による学習・研究指導を
継続して行った。

　平成２２年２月１５日開催の国際交流委員会において議題とし、国際交
流・貢献の推進組織体制を確立していくために、教務委員会や他の関係
する委員会等との連携体制を確立していくこととした。

経営企画課
国際交流

先端医学・医療を研究する大学として、高い研究水
準を維持し、国際的に高く評価されている研究など
に重点的に取り組み、国際社会への貢献に努め
る。

国際的に高く評価されている研究に重点的に取組
む。

A

　国等から高い評価を受けている研究シーズ（脳梗塞患者に対する自家
培養骨髄間葉系幹細胞の静脈内投与による細胞療法の検討）につい
て、積極的な技術移転の推進、外部機関を利用した特許調査等を行っ
た。

産学・地域連携セ
ンター

186 ク

国際交流及び国際貢献をより一層推進するため、
経費の効率的・弾力的な執行に努めるなど、実施
方法を工夫するとともに、推進体制のあり方を検討
する。

国際交流・貢献を推進するため、経費の効率的・弾
力的な執行など実施方法を工夫する。

A

　法人化により会計規程の変更により、経費の効果的・弾力的な執行が
可能になっており、国際医学交流費により国際医学交流センターの備品
の整備等を行った。

経営企画課
国際交流

国際交流・貢献の推進組織体制について検討す
る。

A

再掲 オ

181
カ
（ア）

182 （イ）

183 （ウ）

184
キ
（ア）

185 （イ）

140 オ　

141 カ　

142 キ　

143 ク　

45
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№ №
事務局中　期　計　画 ２１　年　度　計　画 自己点検・評価

第１ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置

附属病院に関する目標を達成するための措置

診療に関する目標を達成するための措置

ア 患者の満足と信頼を得られる医療 ア　患者の満足と信頼を得られる医療

4 Ｓ 49

病院課
管理

病院課

診療科（外来、病棟）、中央診療部門、看護部門及
び事務組織を点検し、診療機能・診療支援機能の
充実を図る。

平成２１年度までに外来・病棟に臓器別・疾患別の
診療科を導入する。

患者にわかりやすい臓器別・疾患別の診療科の導
入を検討する。

A

　平成２１年度に新たに設置した「病院の機能改善ワーキンググループ」
において、臓器別・疾患別の診療科の導入について検討を行ったほか、
平成２２年３月に各診療科・中央部門あて意向調査を実施し、要望事項
等の概要及び臓器別・疾患別診療科の名称案を病院運営会議及び病院
運営協議会において報告し、その内容について院内の合意を得た。

（１） Ｓ 0

187 ア

Ａ

Ｂ

1 Ｃ 0

2

外来診療のあり方を検討し、新来患者の予約制の
導入や診療時間や診療日の拡大を検討し、診療機
能・診療支援機能の充実を図る。

A

　平成２１年度に新たに設置した「病院の機能改善ワーキンググループ」
において、外来診療のあり方や新来患者の予約制の導入、診療時間や
診療日の拡大等について検討を行ったほか、神経精神科に「もの忘れ外
来」の専用予約電話を設置し、外来診療体制の充実を図った。

Ｃ 0

12 Ｂ

0 Ａ

患者個人情報など医療情報セキュリティ体制の強
化を図るとともに、診療実績などの公開を目指す。

電子カルテの運用に伴う情報管理体制を整備する
とともに、院内統計資料等を活用し附属病院の
ホームページの充実を図る。

A

　現システム（医療情報統合システム）における電子カルテの運用に当た
り、引き続き、適正な情報管理体制を維持するとともに、次期システムの
導入に向けた検討に際しても、安心・安全な情報管理体制の徹底を図っ
た。
　また、患者満足度調査の結果など、院内の各種統計資料を、適宜、
ホームページに掲載するなど、その内容の充実に努めた。

189
ウ
（ア）

患者サービスセン
ター

患者が安心して相談を受けられるよう相談・苦情処
理の体制を充実させるとともに、改善策や苦情を活
かすよう職場研修や講演会を実施する。

A

　患者サービス向上委員会において、職員の接遇に関する意識調査の実
施と、職員の資質の向上を通じた医療サービスの改善に資する職場研修
会を開催した。

※職場研修会
　　平成２１年１０月１９日開催　　出席者：４７５人

患者サービスセン
ター

外国人患者に対応するサービスの向上に努める。

A

　平成２１年２月に作成した外国人向けパンフレット（英語表記・外来案内
図等を併記）を院内の総合案内窓口に常備し、外国人患者に対するサー
ビスの向上に努めた。 患者サービスセン

ター

A

　各部署からの要望を踏まえ、外来診察室のプライバシー確保のための
改修工事（眼科等）を行った。

患者サービスセン
ター

外来診療室について、プライバシーに配慮するよう
改善する。

安心して快適に医療を受けられるよう外来患者、入
院患者の環境改善に継続的に取り組む。なお、平
成１９年度に患者サービスセンター及び附属病院
アメニティ改善委員会を設置する。

188 イ

190 （イ）

191
エ
（ア）

192 （イ）

144 （ア）

145 （イ）

年度計画
項目

146 （ウ）

147 （エ）



№ №
事務局中　期　計　画 ２１　年　度　計　画 自己点検・評価

早期回復や、快適に入院生活を過ごせるよう献立
への配慮や選択食の充実を図るとともに、退院後
の食生活を自己管理できるようになるため適切な
栄養相談が受けられるよう方策を検討し、実施す
る。

院内貸出図書等の充実を図る。

A

　新刊図書を３０冊購入したほか、寄贈されたＣＤ（１００枚）の貸出を開始
した。

患者サービスセン
ター

A

　栄養相談室を拡充（１部屋から２部屋へ）し、相談者のプライバシーの保
護に配慮した相談が確保できる体制を整備した。
　併せて、栄養管理・栄養指導に関連するビデオ等を活用し、指導の充実
を図った。
　また、毎月１回、院内全体の残食調査を実施したほか、嗜好調査を昨年
度より１回多い、２回に増やした。加えて、新たな献立の提供時には、そ
の都度、残食調査を実施した。
　さらに、委託業者との打合せ会議を毎月１回実施し、献立の配慮や選
択食の充実を図った。

給食管理

ロビーコンサート、美術展など院内イベントを引き
続き実施する。

A

　札医大学生等の協力を得ながら、ロビーコンサート等の取組を推進し
た。

※ロビーコンサート開催実績
　　　平成２１年８月２８日、平成２１年１２月２日、平成２１年１２月２１日

管理

附属病院の提供する医療水準の質の向上を目指
して、患者によるサービスの評価体制の確立のた
め、患者アンケートを実施する。

A

　平成２１年１２月２日に「病院患者満足度調査」を実施した。

患者サービスセン
ター

患者が気軽に質問や相談ができるよう医療相談
コーナー、健康相談コーナー等を充実させる。ま
た、患者アドボカシー室等の相談組織の設置を研
究する。

A

　保健医療学部緩和医療学教室（寄附講座）が開設している「患者さま・
ご家族緩和ケア相談サロン」の協力を得て、がん相談の充実を図った。
　がん患者及びその家族を対象とした「緩和ケア講話」を共催により平成
２１年９月から平成２２年３月まで、毎月第３水曜日に実施することとした。
　また、患者アドボカシー室等の相談組織について、関連する図書等の
購入など、資料の収集に努めたほか、患者アドボカシーの知識を深める
ため、平成２２年３月に患者サービス向上委員会において救急部の看護
師を講師に講演を行った。

患者サービスセン
ター

附属病院に求められる高度な先進医療を推進する
ため高度医療、先端医療に資する医療機器を導
入、整備する。

附属病院に求められる高度な先進医療を推進する
ため高度医療、先端医療に資する医療機器を導
入、整備する。

A

　放射線科に高線量率腔内照射治療装置を整備した。

業務課

197 （イ）

198 カ

附属病院の提供する医療水準の質の向上を目指
して、患者によるサービスの評価体制の確立を目
指す。なお、平成１９年度から患者アンケートを実
施する。

193 （ウ）

194 （エ）

195 （オ）

オ
（ア）

196

148 （オ）

149 （カ）

47
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№ №
事務局中　期　計　画 ２１　年　度　計　画 自己点検・評価

第１ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置

附属病院に関する目標を達成するための措置

臨床研究に関する目標を達成するための措置

病院課

Ｂ 1 Ｃ 00

4

（２） Ｓ

高度救命救急センターを充実させるとともに、高度
な先進医療を推進する。なお、平成２１年度までにＩ
ＣＵを増設し、受入れ体制の充実を図る。

高度救命救急センターにおける、ＩＣＵ、ＳＣＵを充
実し、併せてＣＣＵ、小児救急、精神救急、容態が
安定し一般病床に移転するまでのＨＣＵの設置を
検討する。

B

　平成２１年度に新たに設置した「病院の機能改善ワーキンググループ」
において高度救命救急センターにおけるＩＣＵの充実について検討した
が、現在の状況では、設置スペースの確保が困難などの問題があり、早
期に増設することは困難であるとの結論となった。
　ＩＣＵについては、将来、病院の建替計画が具体的になった時点で、そ
の積極的な充実を図ることとなった。
　なお、ＳＣＵ及びＣＣＵの機能については、現在、ＩＣＵが有する機能で対
応しているほか、ＨＣＵについては、救急集中治療部にＩＣＵと一般病室の
中間的機能を有する病室を設置し、ＨＣＵ的な病室として運用している。
  今後のＨＣＵの正式な運用については、経営的な観点や、看護師配置
等について勘案しながら検討を進めていくこととしている。

附属病院の研究機能を生かし、特定保健用食品の
共同開発に取り組むため、実施体制の整備に向け
て取り組む。

A

　産学・地域連携センターと病院課との連絡協議会（平成２２年３月開催）
の場で検討した結果、諸情勢の変化（開発を依頼する会社が少ないこと
など）による社会的背景を考慮した上で、特保に関する研究は見送りする
との結論を得たところである。 病院課

治験管理
産学・地域連携セ

ンター

医薬品、食品等も含んだ特色ある研究体制・治験
体制を充実させる。なお、平成２０年度までに治験
管理室を治験センター化するなど充実を図る。

医薬品、食品等も含んだ特色ある研究体制・治験
体制を充実させ、高度化する医療需要に対応し、
専門性と特色を持った研究を実施するための院内
体制の整備・充実を行う。

B

　産学・地域連携センターと病院課との連絡協議会（平成２２年３月開催）
の場で検討した結果、諸情勢の変化（開発を依頼する会社が少ないこと
など）による社会的背景を考慮した上で、特保に関する研究は見送ること
とし、今後は高度化する医学に対応するための研究体制、治験体制の整
備・充実を図るとの結論を得た。
　なお、健康管理に向けたタマネギの抗酸化作用の研究について関係機
関と検討を行い、今後取組を進めていくこととした。

Ａ 3

病院課
治験管理

産学・地域連携セ
ンター

　オール北海道橋渡し研究支援推進プログラム第４回拠点整備進捗会議
及びシーズ会議に出席した。
　また、産学・地域連携センターとの連絡協議会の場で検討した結果、ト
ランスレーショナルリサーチを橋渡し研究に限定することなく、他の研究も
含めること、また、医師主導による臨床研究の実施に向けて学内体制の
整備を推進するとの結論を得た。

病院課

産学官の連携による共同研究やトランスレーショナ
ルリサーチを推進し、充実させる。

地域における健康増進と、医療のレベルアップを図
るため、産学・地域連携センター、知的財産管理室
との連携を強化する。

A

　病院課（治験管理）と産学・地域連携センター及び知的財産管理室がそ
れぞれ持つ情報を交換し、共有することで、連携を強化することを目的に
連絡協議会を設置しているところであり、平成２１年度においては情報開
示請求等について意見交換・情報提供するなど、引き続き連携強化に努
めた。 病院課

医師の主導による産学連携の仕組みを構築し、ト
ランスレーショナルリサーチを推進する。

A

202
イ
（ア）

203

199 キ

200
ア
（ア）

201 （イ）

（イ）

150 （キ）

154 ア　

年度計画
項目

155 イ　



№ №
事務局中　期　計　画 ２１　年　度　計　画 自己点検・評価

第１ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置

附属病院に関する目標を達成するための措置

臨床教育に関する目標を達成するための措置 0 Ａ

A

　医学部・保健医療学部との連携を図りながら、院内での臨床実習に附
属病院が協力し、卒前臨床教育の充実を図った。
　なお、診療参加型実習については、各診療科ごとに独自の手法を取り
入れて、随時、見直しを行うなど、実習の質の向上に努めている。

生涯教育の充実を図り、優秀な医師やコメディカル
スタッフの育成に取り組む。

優秀な医療従事者を育成するために研修プログラ
ムを充実し、地域のニーズに応じた専門診療分野
の変更をも含む再教育に協力、支援する。

A

　看護部では、毎年度、新規採用職員研修や各レベル毎に、見直し・検
討を行っているが、平成２１年度も引き続き、見直し・検討を行ったほか、
薬剤部では、新規事業ごとに研修を行うことから、その都度、事業に沿っ
たプログラムを作成するなど、各職域（看護部、薬剤部等）毎に研修プロ
グラム充実に向けた見直し・検討を行った。

プライマリーケア医として地域に定着を促進するた
め、地域医療教育支援センターに、生涯教育機能
を付加する。

医師やコメディカルスタッフの卒前臨床教育の改
善・充実に取り組む。

医学部、保健医療学部の連携を図り、附属病院の
教育機能を活用し、診療参加型臨床実習（クリニカ
ル・クラークシップ）を充実するなど、医師やコメディ
カルスタッフの、体系的で質の高い卒前臨床教育
を推進する。

A

4

（３） Ｓ 7 Ｂ 0 Ｃ 0

高度医療を担うコメディカルスタッフを育成するた
め、教育や研修の充実を図る。

A

　中央診療部門、看護部門などの各職域毎の病院研修・実務研修等にお
いて講師の質の向上を図るとともに、受入人数の調整を図るなど、研修
生に質の高い教育提供に向けて充実を図った。

※臨床実習・研修受入人数（延べ人数）…コメディカル　５５７名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（うち看護師　４５３名）

A

　附属総合情報センターと札医大医師会が連携し、臨床登録医制度を中
心に、道内医療関係従事者に対して医療情報の提供を図った。

※臨床登録医数…５６名

附属病院の教育機能を効率的に活用し、地域医療
のレベルアップを図るため、地域からのコメディカル
スタッフ臨床実習の受入状況を検証し、充実を図
る。（再掲№１３９）

　臨床実習等の受入を行った。

※臨床実習生受入実績…５５０名

附属総合情報センターと連携し、臨床登録医制度
を中心に、道内医療関係従事者に対して医療情報
の提供を図る。

　プライマリーケアに必要な知識を学ぶため、平成２２年３月１２日（金）に
北大病院、旭川医大病院との共催でシンポジウム「専門研修こそ大学で」
（４１名参加）を開催した。 病院課

病院課
管理

病院課
管理

病院課
管理

病院課

病院課

A

204 ア

205
イ
（ア）

206 （イ）

207 （ウ）

再掲 （エ）

208 （オ）

156 ア　

157 イ　

年度計画
項目

49
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№ №
事務局中　期　計　画 ２１　年　度　計　画 自己点検・評価

第１ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置

附属病院に関する目標を達成するための措置

地域医療への貢献に関する目標を達成するための措置

イ　

160

臨床研修センターを中心に、初期臨床研修及び後
期臨床研修のプログラムの改善・充実に取り組み、
優秀な人材を育成する。

社会の求める優秀な医療人を育成するため、臨床
研修センターの臨床研修に対するコーディネート機
能を強化し、附属病院の豊富な教育資源を十分に
活用して、体系的で質の高い研修プログラムの充
実を図る。

年度計画
項目 4

（４） ＢＡ 10

病院課
臨床研修A

　臨床研修センターの臨床研修に対するコーディネート機能の強化に向
け、「若手キャリア形成支援センター」を設置し、専任教員２名を配置した
ほか、協力型臨床研修病院（襷かけ病院）を追加した。（札幌徳洲会病
院・国立病院機構西札幌病院・釧路孝仁会記念病院・北海道社会事業協
会小樽病院・日鋼記念病院・静仁会静内病院）
　また、院内各診療科の指導医及び協力型臨床研修病院の指導医を対
象に「指導医養成講習会」を実施した。（６月６日～７日・１０月３１日～１１
月１日）
　さらに、平成２２年３月１２日（金）に北大病院、旭川医大病院との共催
でシンポジウム「専門研修こそ大学で」を開催した。
　なお、平成２２年１月に、市立根室病院から協力施設の依頼、北海道済
生会小樽病院から協力型臨床研修病院の依頼があったため、平成２３年
度からそれぞれ協力施設、協力型臨床研修病院に追加すべく、事務手続
きを進めている。

Ｃ 0

病院課

Ｓ 0 0

臨床研修協力病院との連携強化を推進する。（再
掲№１３５）

A

　臨床研修協力病院との連携強化を推進するため、協力型臨床研修病
院（襷かけ病院）を追加した。（札幌徳洲会病院・国立病院機構西札幌病
院・釧路孝仁会記念病院・北海道社会事業協会小樽病院・日鋼記念病
院・静仁会静内病院）

　また、院内各診療科の指導医及び協力型臨床研修病院の指導医を対
象に「指導医養成講習会」を実施した。（６月６日～７日・１０月３１日～１１
月１日）

　なお、平成２２年１月に、市立根室病院から協力施設の依頼、北海道済
生会小樽病院から協力型臨床研修病院の依頼があったので、平成２３年
度からそれぞれ協力施設、協力型臨床研修病院に追加すべく、事務手続
きを進めている。

附属病院の教育機能を効果的に活用し、後期研
修、専門医養成を中心に、生涯教育にも対応でき
るよう地域医療教育支援センター（若手医師キャリ
ア形成支援センター）の充実を図る。（再掲№１３
６） A

　昨年度に引き続き、若手医師キャリア形成支援センターに専任教員２名
を配置し、センター機能の維持・充実に努めた。
　また、７月～９月の３ヶ月間、当院第一外科において、国立函館病院（北
大病院）から専門研修医の受入を行った。
　さらに、８月に当院初期臨床研修医へ動向調査及びアンケート調査を
行った。
　平成２２年３月１２日（金）に北大病院、旭川医大病院との共催でシンポ
ジウム「専門研修こそ大学で」を開催した。

病院課

臨床研修センターを中心として臨床研修協力病院
との連携を深めた研修システムを通じ、地域医療
に貢献する。（再掲）

臨床研修センターと臨床研修協力病院との連携を
深め、初期臨床研修プログラムの改善・充実につ
いて検討する。（再掲№１３４）

A

　臨床研修センターと臨床研修協力病院との連携を深めるため、協力型
臨床研修病院（襷かけ病院）を追加した。（札幌徳洲会病院・国立病院機
構西札幌病院・釧路孝仁会記念病院・北海道社会事業協会小樽病院・日
鋼記念病院・静仁会静内病院）

　また、初期臨床研修プログラムを改善し、研修１年目で将来専門とした
い診療科を３か月研修できる「キャリアコース」と、研修２年目に全ての診
療科を自由に１１か月研修することが出来る「自由選択コース」の２つの
コースを設けた。

　なお、平成２２年１月に、市立根室病院から協力施設の依頼、北海道済
生会小樽病院から協力型臨床研修病院の依頼があったので、平成２３年
度からそれぞれ協力施設、協力型臨床研修病院に追加すべく、事務手続
きを進めている。

病院課
臨床研修

地域医療教育支援センターを設置し、後期研修・専
門医養成、生涯教育を通じて地域医療を支援す
る。（再掲）

209 ウ

再掲
ア
（ア）

再掲 （イ）

再掲 イ　

158 ウ　

159 ア　



№ №
事務局中　期　計　画 ２１　年　度　計　画 自己点検・評価

地域医療連携室により紹介、逆紹介にわたる地域
連携のあり方を検討し、地域連携の充実を図る。
（統合No.３１４・３１５・３１６）（再掲№１４０）

A

　平成２１年７月に、転院を依頼した実績のある病院のピックアップを各診
療科に依頼し、「退院支援協力医療機関登録制度」の創設を検討した。

※平成２１年度紹介患者総数…２５１３件（対前年度比１２％増）
　 平成２１年度利用医療機関数 …４８８件（対前年度比９％増）

高度救命救急センター、北海道リハビリテーション
支援センター、エイズブロック拠点病院及び基幹災
害医療センターとして関係医療機関の支援を推進
する。（再掲）

A

　石狩北部ＭＣと、病院実習の内容充実に向けた取組を協議した。

※協議内容
　　・救命救急の事後検証に係る書式等を整備することとした。
　　・MC関連予算について用途の幅を拡大することとした。
※MC受入実績…１４９名

病院課
管理

患者サービスセン
ター

中核的医療機関としての機能を充実し、関係医療
機関への支援の充実を図る。（再掲№１４１）

A

　平成２１年７月に、転院を依頼した実績のある病院のピックアップを各診
療科に依頼し、「退院支援協力医療機関登録制度」の創設を検討した。

※平成２１年度紹介患者総数…２５１３件（対前年度比１２％増）
　 平成２１年度利用医療機関数…４８８件（対前年度比９％増）

病院課

メディカルコントロール体制整備支援事業により救
命救急医療の質の向上を図る。（再掲№１４２）

A

　平成２１年度においては、緊急的な医師派遣の要請は無かったが、地
域医療機関へ次のとおり診療支援を行った。

※派遣要請…２，２７９件、派遣実績…２，１４４件（応諾率９４．１％）

（参考）
　公的医療機関数に対する医師派遣件数の占める割合…５８．６％

病院課

本学の医師派遣機能を一元化して実施する地域医
療支援センターを設置し、緊急的な医師派遣要請
や地域医療機関からの診療支援要請に、迅速か
つ円滑に対応する。（再掲No.１４３）

地域医療連携室による地域医療機関との診療連
携や診療情報の提供により、地域における医療の
質の向上に努める。また、利用医療機関数を平成
１８年度に比べ平成２４年度において２０％増加す
るよう取り組む。（再掲）

地域医療機関への医師派遣について、医師派遣
調整部会による窓口一本化によって、医師派遣体
制の充実を図る。なお、医師等の総派遣件数に、
地域医療を支える公的医療機関に対する派遣件
数の占める割合が平成２４年度において６０％とな
るよう取り組む。（再掲）

再掲 ウ　

再掲
エ
（ア）

再掲 （イ）

再掲
オ
（ア）

161 ウ　

162 エ　

163 オ　
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№ №
事務局中　期　計　画 ２１　年　度　計　画 自己点検・評価

経営企画課
広報

　平成２０年度までは、派遣医師及び派遣を受けている医療機関に対す
るアンケート調査を定期的（３年毎）に実施し、その調査結果をもって、派
遣側、受入側に対して派遣医師に対する処遇等について協力を依頼して
いるところである。
　しかし、派遣医師の処遇については、随時、把握する必要があることか
ら、平成２１年度から派遣医師に対するアンケート調査の実施（毎年）を
決定し、平成２２年３月に派遣常勤医師（３０２名）に対してアンケートを実
施した。

病院課
医師派遣

派遣医師の処遇や、地域での医療支援に対する評
価について検討を進める。（再掲№１４４）

A

疾病の予防や健康づくりに関する公開講座や講演
等を積極的に開催するために、推進方策及び学内
推進体制の整備を検討するとともに、各種ﾒﾃﾞｨｱ、
自治体広報、ホームページ等を利用した積極的な
情報発信を行う。（再掲No.１５３）

A

　平成２２年に開学６０周年（創基６５周年）を迎えることから冠事業とし
て、関係機関等の協力を得て、道民公開講座等を実施した。

※○道民公開講座
　　　・１０／１４（松前町）　 ・講師：医学部長　・参加者：２６３人
　　　・１０／２８（利尻町）　・講師：医学部長　・参加者：１５６人
　  ○道民特別講演会
　　　・６／２０（本学臨床講堂）・講師：筑波大学教授ほか　・参加者１５０
人
　　　・８／８（札幌市）　・講師：日本医師会常任理事　・参加者８０人
　
　また、疾病の予防や健康づくりに関して、道民公開講座だけではなく、
大学及び病院のホームページを利用して広く周知・情報発信を行った。

病院課
管理

北海道新聞社との提携・協力による「健やか北海
道プロジェクト」を推進し、新たなテーマ、活動につ
いて検討する。（再掲No.１５４）

A

　新たなテーマ・プロジェクトについて北海道新聞社と協議・検討した結
果、本年度においては、本学の情報を広く道民へ情報発信するため、大
学の取組を紹介した折り込み広告(タブロイド版、全面カラー、４ページ)を
３月２１日（日）の北海道新聞朝刊を活用して札幌圏に３８万部配布した
ほか、全市町村(公共施設、病院等)に5万部配布し、本学の保健・医療、
地域貢献等の活動状況を広く道民へ発信した。
　またプレスリリースやマスコミへの情報提供を積極的に行いパブリシティ
を活用して本学の研究や活動情報をTV・ラジオ、インターネットにて発信
した。

疾病の予防や健康づくりに関する道民の意識を喚
起するため、公開講座、講演等を開催するととも
に、各種メディアを利用した積極的な情報発信を行
う。（再掲）

再掲 （イ）

再掲
カ
（ア）

再掲 （イ）

164 カ　



№ №
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第１ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置

附属病院に関する目標を達成するための措置

運営の改善・効率化に関する目標を達成するための措置 Ｃ 0

経営指標の把握と分析を充実し、改善目標と進行
状況の共有化により、経営改善の進捗管理を行
う。なお、診療科別、部門別の診療実績や収支等
を把握するため、平成２０年度までに病院経営企画
室を設置する。

院内において経営改善の進捗管理に必要な経営
指標を整備し、定例的に状況を把握し周知するとと
もに、必要な対策を早期に実施し、経営改善を推
進する。 A

　病院運営会議、病院運営協議会のほか、平成２１年度に新たに病棟医
長を構成メンバーとする「病院業務連絡会議」を設置（７月）し、これら定
例会等において、経営指標の進捗状況を報告するとともに、病院の経営
状況の周知を行った。
　また、必要に応じて、病院長から各診療科長等に対して、経営改善に係
る指導を継続的に実施した。

Ｓ 0

理学療法士・作業療法士免許を有する教員が、可
能な限り各々の専門領域の診療科で定期的に診
療活動が行えるように検討する。

　理学療法士等の免許を有する保健医療学部の教員については、リハビ
リテーション部の兼務発令を行うなど、定期的に診療活動が行えるよう診
療参加の体制を構築した。
　また、平成２０年度から、理学療法士等の免許を有する保健医療学研
究科の大学院生を非常勤職員として採用したところであるが、引き続き採
用に努め、実践教育の実施と診療体制の充実を図った。

※兼務発令を受けている理学療法学科教員…１２名
 　兼務発令を受けている作業療法学科教員…１１名

病院課
管理

4

（５）

病院課
管理

　平成２０年度から導入した病棟クラークを引き続き配置し、事務の効率
化を図ったが、その効果が高いことから、平成２１年度はさらに８名を増
員した。
　また、平成２２年度から業務委託の一部拡充（警備業務、調理員、薬剤
部SPD）を実施することを決定した。

※病棟クラークの配置先
　　産婦人科・第一内科・第二内科・第四内科・第一外科・第二外科・整形
外科・内科外来・手術部・内視鏡センター

病院課
管理

Ａ 17

患者にわかりやすい臓器別・疾患別の診療科の導
入を検討する。（再掲№１８７）

A

　平成２１年度に新たに設置した「病院の機能改善ワーキンググループ」
において、臓器別・疾患別の診療科の導入について検討を行ったほか、
平成２２年３月に各診療科・中央部門あて意向調査を実施し、要望事項
等の概要及び臓器別・疾患別診療科の名称案を病院運営会議及び病院
運営協議会において報告し、その内容について院内の合意を得た。 病院課

病院事務局における事務の集中化や、事務の外部
委託を実施する。

A

Ｂ 0

病院課

看護師免許を有する教員の附属病院における診
療参加の拡大を図る。

A

　看護師免許を有する保健医療学部の教員については、病院看護部の
兼務発令を行い、引き続き、診療活動を行った。

※兼務発令を受けている看護学科教員…１０名

A

病院運営をより効率的に進めるための診療科の臓
器別再編、中央診療部門・事務局組織など機能的
な組織体制を整備する。なお、平成１９年度に医事
センターを設置し、医事業務体制を強化する。

210 ア

再掲
イ
（ア）

211 （イ）

212 （ウ）

213 （エ）

165 ア　

年度計画
項目

166 イ　
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№ №
事務局中　期　計　画 ２１　年　度　計　画 自己点検・評価

ウ　

医師に対する情報提供、委託業者に対する指導・
監督等を行うとともに、国の医療制度改革の状況を
速やかに院内に周知し、適切な診療報酬請求事務
及び査定対策の充実強化に努める。

A

　社会保険審査委員会や査定対策ＷＧを開催し、査定状況や査定傾向
について説明し、今後の査定対策等について協力を求めた。
　また、毎月、各診療科ごとに査定内容の主なものと査定理由を報告し、
査定傾向やその対策について検討を行い、出来るだけ速やかに日々の
診療へ反映させていくように努めた。
　保険診療ニュースを毎月発行し、その中で特に照会の多い算定方法や
査定対策などに関する諸情報を定期的に提供した。
　ＤＰＣ委員会を開催し、新たな機能評価係数に関するＤＰＣ評価分科会
に関する情報提供を行った。

医事センター

　医療材料及び医薬品の価格交渉を強化し、購入単価の引き下げを行っ
た。

※平成２１年度の医療材料費比率…２０．２％
　　　　　　　　　　　　　（平成２０年度　２２．７％）

病院課
業務課

A

　本人、家族、保証人等に対して、電話・文書催告等の実施（月平均２５５
件）等の取組を進め、未収金残高の圧縮に努めた。

※平成２２年３月末現在の未収金残高…約７７百万円
　　　　　　 　　　　　（平成１７年度実績　約１２０百万円）

病院課
医事センター

医師に対する情報提供、委託業者に対する指導・
監督等を行うとともに、国の医療制度改革の状況を
速やかに院内に周知し、適切な診療報酬請求事務
及び査定対策の充実強化に努める。（再掲No.２１
４）

A

　社会保険審査委員会や査定対策ＷＧを開催し、査定状況や査定傾向
について説明し、今後の査定対策等について協力を求めた。
　また、毎月、各診療科ごとに査定内容の主なものと査定理由を報告し、
査定傾向やその対策について検討を行い、出来るだけ速やかに日々の
診療へ反映させていくように努めた。
　保険診療ニュースを毎月発行し、その中で特に照会の多い算定方法や
査定対策などに関する諸情報を定期的に提供した。
　ＤＰＣ委員会を開催し、新たな機能評価係数に関するＤＰＣ評価分科会
に関する情報提供を行った。

病院課
病院経営

在院日数短縮、病床の有効利用等、効率的な運用
を図るとともに、医療技術の進歩及び医療制度改
革に応じた医業収入を確保するよう努める。なお、
平成２４年度までに診療収入等により９億円の収支
改善に取り組む。
〔推進の方向性〕
・特定機能病院として、高度な手術の件数増に積
極的に取り組むなど、急性期医療や高度医療を推
進し、診療収入の増加を目指す。

平均在院日数（一般病棟）を、１８日まで短縮する。

A

　毎月開催の病院運営会議・運営協議会等において診療科毎の実績を
示し、病院長より診療科長あて目標達成に向けた取組を要請する等、平
均在院日数の短縮に努めた。

※平成２１年度平均在院日数（一般病棟）…１８．６１日
　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２０年度　１８．４７日）

病院課

病床の有効利用のため、適正な病床数について検
討するとともに、看護体制入院患者比率は平均
100％を目指す。（看護体制入院患者比率：看護基
準に対応した最大の患者数に対する入院患者数
の割合）

A

　平成２１年度に新たに「病床管理委員会」を設置し、共用ベッドの運用の
見直しを行うとともに、各病棟あて要望事項・意見等に係る意向調査を
行った。

※平成２１年度看護体制入院患者比率…９８．３０％
病院課
病院経営

未収金残高を平成１７年度実績に比べ30百万円圧
縮する。

医療材料費率の引き下げを図る。

A

214 （オ）

215
ウ
（ア）

（イ）216

217 （ウ）

再掲 （エ）

218 （オ）

167

○平成２４年度の経営指標

平均在院日数（一般病棟）
看護体制入院患者比率（注１）

未収金削減（注２）

医薬材料費率（除く手術、化学療法）

半減

（注１）看護基準に対応した最大の患者数に対する
入院患者数の割合
（注２）１７年度実績を半減する。

１７日以内
平均１００％

0.22
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事務局中　期　計　画 ２１　年　度　計　画 自己点検・評価

部門毎の業務の見直しや、適切な職員の配置など
により、運営コストの削減に努める。

部門毎の業務を見直す中で、委託範囲の見直し
や、新たに委託業務を拡大するなど、効率的な組
織運営を行い、適切な職員の配置などにより、運
営コストの削減に努める。

A

後発医薬品の利用拡大を図る。

適正な物品管理システムを整備し、医療材料在庫
の適正管理を図る。

　警備・清掃、コンサルタント、医事システム、医療事務補助職員などの業
務委託化を進めることにより運営コストの削減に努めた。

病院課

A

　経営メリットが高く、かつ十分に安全性が確保されていると判断した後
発医薬品を、適宜、採用した。

※平成２１年度実績
・後発医薬品の新規採用…１８品目
・後発医薬品採用数…１４７品目
・採用医薬品数比率…７．６６％　（当初到達目標７．５％）

業務課

適正な物品管理システムを整備し、登録医療材料
の品目整理、標準化を行い、在庫の適正管理や購
入コストの削減を行う。

A

　新規医療材料の採用基準を見直し、「医療材料購入改善ワーキンググ
ループ」において登録医療材料の標準化及び切替を行い、購入コストの
削減を図った。

※平成２１年度の医療材料費削減実績
　・医療材料費比率…２０．２％（平成２０年度　２２．７％）
　・医療材料削減額…約４７百万円
　・医薬品削減額…約３５百万円
　　　　　　　　合計…約８２百万円

業務課

病院課

診療情報室の充実による患者の病歴管理や入院
電子カルテの充実及び外来電子カルテの導入を進
める。

迅速で安全、効率的な医療サービスの提供のた
め、入院電子カルテの充実、外来電子カルテの導
入を進め、病歴管理を推進する。

A

　入院カルテの充実を目的に、医療情報統合システムの更新にあたり、
診療記録管理委員会において、「退院サマリー管理」について、次のとお
り決定した。
　・退院サマリーは、最終（診療）科において作成したサマリーとする。
　・転科サマリーについても退院サマリーと同様に管理する。

　外来電子カルテの導入について、診療記録管理委員会において検討し
た結果、次のような意見が出され、引き続き検討することとした。
　・外来電子カルテの導入を妨げる理由はないが、導入に当たっては、個
人情報の保護等の観点から、特殊性の強い診療科への配慮・検討が必
要である。
　・導入の是非については、診療記録管理委員会ではなく、病院全体の
意思決定機関で決定されることが望ましい。

患者サービスセン
ター

新たな病院機能のあり方について検討を行う。 高度救命救急センター、エイズブロック拠点病院、
基幹災害医療センター等、中核的医療機関として
の役割を担っていくため、病院機能・施設の充実
や、新たな病院機能について検討を行う。 A

　平成２１年度に新たに設置した「病院の機能改善ワーキンググループ」
において、新たな病院機能のあり方に係る取組や病院機能・施設の充実
に向け、現状の問題点（患者アメニティー、診療スペース等））について検
討を行ったが、今後も問題点を整理し、解決に向けた提言をまとめるた
め、引き続き検討することとした。

219
エ
（ア）

220 （イ）

221 オ　

222 カ　

223 キ　

168 エ　

169 オ　

170 カ　

171 キ　

55
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第２ 業務運営の改善に関する目標を達成するための措置

運営に関する目標を達成するための措置

（１）　 （１）

平成２１年度に、第三者による医療機能評価の継
続認定を取得し、病院機能を向上させるとともに運
営の効率化を図る。

病院機能評価の更新審査を受審し、継続認定を取
得する。

A

　平成２１年５月１１日～１３日の３日間、（財）日本医療機能評価機構に
よる「病院機能評価」(Ver.５．０）の本審査を受審した後、９月９日に「補充
的な審査」を受審した。
　審査の結果、当院は改善要望事項を付された期間限定の「条件付認
定」とされた。
　なお、（財）日本医療機能評価機構が付した改善要望事項は「抗がん剤
の調整・混合は安全な環境で薬剤師により実施すること」という内容で
あったことから、平成２２年度の組織機構改革において、新たに薬剤師１
名増員し、抗がん剤の調整・混合業務の体制の強化を図ることとした。
　当該改善を図った上で、確認審査を受審し、病院機能評価Ver.４に引き
続き、病院機能評価Ver.５の継続認定を取得する予定である

224 ク

Ｂ

病院課
企画調整

0 Ｃ 0

Ｃ 00

Ｓ 0 Ａ 27 Ｂ

1 Ｓ 0 Ａ 7

イ

役員のマネジメントを補佐する体制を整備する。 役員のマネジメントを補佐する体制を検討する。

A

　年度開催計画に基づき、役員懇談会を開催した。

※役員懇談会：１０回開催 経営企画課
調整

学内の各種委員会を平成２１年度までに見直し、
必要最小限にとどめ、役員、部局長の権限と責任
を明確にする。

平成２０年度に策定した、統合・廃止方針に基づき
各種委員会の見直しを行う。

A

　見直しに向けて、各課所管の委員会について現状を集約するとともに、
１月にワーキンググループを設置し、今年度の統廃合及び今後の統廃合
に関する意見を徴した結果、各種委員会数は１２８から１２４へ統廃合を
行い、スクラップアンドビルドや委員会の時限を明記するなどの方針を示
した。

総務課
人事

経営企画課
調整

学長のリーダーシップの下、機動的で効率的な大
学運営の体制を整備する。

役員会、経営審議会、教育研究評議会等を効果
的・機動的に運営し、迅速で的確な意思決定を行
う。

A

　役員会、経営審議会、教育研究評議会について年度計画に基づき開催
した。

※役員会：１１回開催
　 教育研究評議会：１３回開催（臨時会１回　を含む）
　 経営審議会：９回開催

経営企画課
調整

225 ア

226

社会状況や道民のニーズに迅速に対応できるマネ
ジメント体制とするため、外部登用の役員や委員の
知見を戦略的に活用する。

外部登用役員・委員の知見を積極的に活用した法
人運営を図る。

A

　昨年度に引き続き、理事などを外部から招聘し、委員などに就任してい
ただき、外部登用役員・委員の知見を積極的に活用した法人運営を図っ
た。

※主な外部登用役員・委員
　 副理事長１名…北海道庁、監事２名…弁護士・公認会計士、
　 教育研究評議会１名…室蘭工業大学副学長、経営審議会５名…弁護
士等

経営企画課
調整

組織や人員配置を弾力的に行う仕組みを平成２１
年度までに構築し、全学的視点から戦略的な人員
配置に取り組む。

弾力的な組織改正や人員配置を推進する

A

　学務課、経営企画課両課で所管していたＧＰ業務を学務課に再編・集約
し、ＧＰ業務を専掌する主査[ＧＰ支援]②を新設するなど弾力的な組織改
正や人員配置を推進した。

ウ

228 エ　

229 オ

227

173 ケ　

174 ア　

176 ウ　

年度計画
項目

177 エ　

179 カ　

180 キ　



№ №
事務局中　期　計　画 ２１　年　度　計　画 自己点検・評価

（１）　 （２）

第２ 業務運営の改善に関する目標を達成するための措置

組織及び業務等に関する目標を達成するための措置

（１） 教育研究組織の改善 （１）　教育研究組織の改善

2 Ｓ 0 Ａ 10 Ｂ 0 Ｃ 0

役員及び教職員が法令や社会規範を遵守した活
動を行い、社会からの信頼を確保した運営が図ら
れるよう、ガイドラインの策定、啓発のための研修
会の実施など、コンプライアンス・プログラムを構築
する。

全役職員が法令や社会的規範を遵守した活動を
行うため、各種ガイドライン等の策定や、啓発のた
めの研修会の実施などについて検討する。

A

　８月に役職員倫理規程を一部改正し、９月に倫理規程Ｑ＆Ａを作成の
上、各所属長へ配布するとともに本学ホームページに掲載した。
　また、１１月から３月までに、本学全職員(非常勤職員を含む。)を対象
に、所属毎に倫理研修を実施した。

総務課
人事

研究上の不正行為や研究費の不正受給を防止す
るため、利益相反に関するガイドラインの策定及び
行動指針などの倫理プログラムの策定について検
討する。 A

　研究上の不正行為や研究費の不正受給を防止するため、７月に「利益
相反管理規程」を策定した。

産学・地域連携セ
ンター

231

附属施設の機能と効果を点検・評価し、平成２１年
度までに将来展望を踏まえた組織の見直しを進め
る。

医学部附属研究所等の再編・統合について、医学
部附属研究所等再編検討ワーキンググループにお
いて検討し、再編統合の時期、組織体制等を明確
にする。（再掲№１１２）

A

　医学部附属研究所再編検討ＷＧで検討した再編に当たっての基本的
考え方、研究機能の統合、研究支援機能の統合及び研究支援事務部門
の設置、研究部門・研究支援部門の管理、再編の方法・時期等につい
て、「医学部附属研究所の再編検討について（答申）」として取りまとめ、
医学部教授会、教育研究評議会、役員会に諮り、成案として得ることがで
きた。
　平成２２年度以降、具体的な再編に着手することとしている。

学務課

学部等の間の連携強化に取り組み、教育研究の活
性化を図る。

両学部共通科目の開講の実施、学内共同研究の
推進、附属病院の教育機能を活用した診療参加型
臨床実習の充実など、学部間、学部・附属病院間
等での連携強化に取り組む。

A

　平成２０年度に両学部共通カリキュラムとして導入した「地域合同セミ
ナー」及び「双方向医療コミュニケーション概論」について、平成２１年度も
引き続き共通カリキュラム化した。
　診療型実習については、各診療科ごとに独自の手法を取り入れて、随
時見直しを行い、実習の質の向上に努めている。

学務課
医療人育成
病院課

学務課
総務課
人事

学術の進展や道民のニーズを踏まえた教育研究
の重点化に取り組み、教員配置を弾力的に行うな
ど、平成２１年度までに柔軟な教育研究組織を確
立する。

学術の進展や道民のニーズを踏まえた教育研究
の重点化に取組み、弾力的な教員配置を推進す
る。

A

　特任教員５名を寄附講座等に配置した。

※情報Ｃ、分子標的探索講座、緩和医療学講座、腫瘍診療Ｃ、産学連携
Ｃ 総務課

人事

講座制等を含む教育研究組織の基本的あり方に
ついて平成２１年度までに検討結果を取りまとめ
る。

教育研究組織の基本的あり方について、全学的な
検討組織を立ち上げ、将来的な課題を踏まえて、
時代に即応した体制の構築を進める。

A

　医療人育成センターにおいて、「教養教育研究部門将来構想検討委員
会」を設置し、教室の再編・統合の方向性等について検討を行い、教育活
動に弾力的・柔軟に対応できるよう、準大講座制を目指すこととなった。

230 ア

イ

232 ア

233 イ　

再掲 ウ　

234 エ　

181 （２）

182 ア　

183 イ　

年度計画
項目

184 ウ　

185 エ　

57
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№ №
事務局中　期　計　画 ２１　年　度　計　画 自己点検・評価

（２） 事務等の改善 （２）　事務等の改善

定型的・機械的業務の外部委託化等を積極的に進
め、平成１８年度に比べ、正規職員約１００名相当
分の業務を委託化するなど、業務の簡素化、効率
化に取り組む。

事務事業の定期的な点検を行い、定型的・機械的
業務等の外部委託化を拡大する。

A

　組織機構改正を通じて、事務事業の点検を実施し、８名相当分の業務
を外部委託化した。

※電話交換手▲２名、ボイラー技士▲２名、調理員▲２名、薬剤補助員
▲２名

総務課
人事

戦略的に業務を遂行するため、事務局の専門性及
び企画立案機能を向上させ、教員と事務職員の協
働体制を構築する。

事務局の専門性及び企画立案機能の向上を図る。

A

　専門的経験を有する者等プロパー職員８名を採用し、専門知識習得の
ための研修に参加したほか、採用職員を対象に接遇・会話技法等の向上
を図るための研修を実施し、事務局の専門性及び企画立案機能の向上
を図った。

総務課
人事

地域連携、産学連携など共同研究・受託研究が容
易にできるよう体制を整備する。

共同研究及び寄附講座を受入れる。

A

　共同研究１９件を受け入れた。
　（ギメラシル併用による放射線感受性増感剤効果の検討　など） 産学・地域連携セ

ンター

産学・地域連携センター機能を円滑に発揮するた
めの組織体制を検討する。（再掲№１６３） A

　既存の客員研究員1名のほか、科学研究費補助金公募支援体制を強
化するため臨時職員１名を配置した。 産学・地域連携セ

ンター

専門職員の配置とプロパー職員の育成を進める。

A

　専門的経験を有する者等プロパー職員８名を配置するとともに、新規採
用職員研修において接遇・会話技法の向上を図るとともに、倫理意識向
上を図るための職場研修を実施した。

総務課
人事

教員と事務職員の協働体制を構築する。

A

　産学地域連携センター、医療人育成センター及び各ＧＰ等において、引
き続き教員と事務職員の協働体制により業務を推進した。

※具体事例
・知財関連特許業務　・ＦＤ関連業務　・教育関連ＧＰ推進業務

総務課
人事

235
オ
（ア）

再掲 （イ）

236 ア

237
イ
（ア）
a

ｂ238

239 （イ）

186 オ　

187 ア　

188 イ　



№ №
事務局中　期　計　画 ２１　年　度　計　画 自己点検・評価

第２ 業務運営の改善に関する目標を達成するための措置

人事の改善に関する目標を達成するための措置

（１）　 （１）

（２） （２）

総務課
人事

Ｃ 0

平成１９年度から教員の任期制の導入や公募制な
どの積極的な活用により、教員人事の活性化に取
り組む。

教員の採用にあたって公募を積極的に行う。

A

　医学部１件、保健医療学務２件の公募を実施した。

※医学部：麻酔学講座教授１名、
　 保健医療学部：看護学第二講座教授１名、看護学第三講座講師１名

年度計画
項目 3 Ｓ 0 Ａ 10 Ｂ 0

学内外との人事交流を促進する。（再掲№１０８）

A

　他大学、研究機関等から特任教員３名を採用した。

※分子標的探索講座特任助教（北大）、
　 腫瘍診療Ｃ特任助教（カタルニアがんＣ）、
   産学連携Ｃ特任助教（京大）

学務、病院事務、産学連携に関する事務など、大
学専門職（経験者）の採用について検討する。

A

事務職員等について多様な採用制度を導入すると
ともに、平成２０年度から専門職研修を実施し、専
門的能力の向上など人材育成に取り組む。

プロパー職員や外部資金を活用した職員など様々
な雇用形態の職員を採用する。

A

　専門的経験を有する者等プロパー職員８名を採用した他、外部資金を
活用した契約職員３８名を採用した。

総務課
人事

　平成２２年４月１日付けで、プロパー事務職員９名（うち専門経験者２名
（教務、医材調達））の採用を決定した。

総務課
人事

242 （イ）

総務課
人事

公立大学協会等、他機関が実施する研修への参
加を含め、各種専門職研修を実施する。

A

　４月に新規採用の法人職員４３名（プロパー事務職員と医療職職員及
び新規派遣職員）を対象に、法人の概要など職員として必要な基礎知識
や接遇・会話技法などの研修を実施した。
　１１月から３月まで、全職員２，１４３名を対象に職場研修として倫理意
識の向上を目的とした倫理研修を実施した。
　さらに、３月に管理職職員等３１名を対象に危機管理能力の向上を目的
としたリスクマネジメント研修を実施した。
　また、６月に国立教育政策研究所主催の「ＦＤ公開セミナー」に事務職
員１名、８月に公立大学協会主催の「公立大学法人会計セミナー」へ事務
職員１名が参加するなど、他機関が実施する研修への参加により専門能
力の向上を図った。

総務課
人事

学務、病院事務、産学連携に関する事務など、大
学専門職（経験者）の採用について検討する。（再
掲№２４２） A

　平成２２年４月１日付けで、プロパー事務職員９名（うち専門経験者２名
（教務、医材調達））の採用を決定した。

総務課
人事

事務職員等の法人採用を平成２０年度から計画的
に進め、道からの派遣職員は漸減を図る。

240 ア

241
ア
（ア）

再掲 （ウ）

243 （エ）

再掲
イ
（ア）

191 ア

193
（２）
ア

194 イ　
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№ №
事務局中　期　計　画 ２１　年　度　計　画 自己点検・評価

（３） （３）

第３ 財務内容の改善に関する目標を達成するための措置

財務に関する基本的な目標を達成するための措置

業績評価を反映する給与制度（昇給・勤勉手当）な
ど、評価結果に基づきインセンティブを付与するシ
ステムの導入について検討する。

A

　「勤勉手当に係る勤務実績評価制度」の導入について、平成２２年３月
２５日に職員組合と交渉を実施し、妥結に至ったことから、平成２２年１２
月期の勤勉手当から、インセンティブを付与する勤務実績評価制度を実
施することとした。

総務課
人事

道派遣職員から法人職員への身分の切替えのあ
り方について検討する。

教員の教育、研究、診療、社会貢献、大学運営な
どの業績を公正かつ適正に評価する制度を平成１
９年度中に整備し、平成２３年度までに評価結果を
処遇等へ反映する仕組みを構築する。

教員評価制度を適切に運用する。

A

　研究者データベースを適宜更新する等、平成２４年度からの実施に向
けた準備を推進した。

総務課
人事

Ａ 3 Ｂ

A

　平成２２年以降のプロパー事務職員の採用にあたり、事務局内で派遣
道職員から法人職員への身分切替について検討した結果、そもそも身分
切替の必要性、必要性がある場合の選考方法（人物の特定方法）、身分
切替者に係る退職手当の取扱いなど様々な問題があり、当面は中期計
画に定める派遣職員の漸減を進めるため、既卒・経験者も含めた外部の
人材確保（採用）を優先することとし、平成２２年４月１日付けで９名の法
人事務職員の採用を決定した。

総務課
人事

0 Ｃ 0

総務課
人事

0

年度計画
項目

Ｓ 0 Ａ 26 Ｂ

1 Ｓ 0

職員の能力を発揮させるため、平成１９年度中に
適切な評価制度を構築し、平成２０年度までに評価
に基づきインセンティブを付与するシステムの導入
に取り組む。

職員の適切な評価制度を構築する。

A

　職員の勤務実績を踏まえた評価制度として、「勤勉手当に係る勤務実
績評価制度」を構築した。

Ｃ 0

経営企画課
経理

大学の運営、経営分析に必要な会計情報を集約
し、業務の改善に反映させる。

大学の運営、経営分析に必要な会計情報を集約・
分析し、学内に情報発信する。

A

　平成２０年度財務諸表について財務指標を定め、年度間比較及び同規
模の医科系大学（４大学）との比較・検証を行った。
　第一四半期、中間期の法人決算及び今後の損益の見込みを役員会で
報告し、学内に法人経営の情報発信を行った。

経営企画課
経営

財務諸表等の公表にあたって、道民に理解されや
すいものとなるよう工夫し、透明性を確保する。

道民に理解されやすい財務諸表等を作成する。

A

　平成２０年度財務諸表等の公表については、前年度との比較表等を付
け加えた｢決算概要｣を附して９月上旬に実施した。

244 （イ）

245 ア

246
イ
（ア）

247 （イ）

248 （１）

249 （２）

195 ア

196 イ　

197 （１）

198 （２）



№ №
事務局中　期　計　画 ２１　年　度　計　画 自己点検・評価

第３ 財務内容の改善に関する目標を達成するための措置

外部研究資金その他の自己収入の増加に関する目標を達成するための措置

中長期的な視点に立ち、法人化のメリットを生かし
積極的に財務内容の改善に努め、運営費交付金
依存率を平成18年度比5ポイント縮減するよう取り
組む。

中長期的な視点に立ち、法人化のメリットを生かし
積極的に財務内容の改善に努め、運営費交付金
依存率を平成18年度比5ポイント縮減するよう取り
組む。

A

　運営費交付金依存率について、計画的な縮減に取り組んだ。

＜運営費交付金依存率＞
○計画　平成１８年度　　２６．２％から５ポイント縮減
○状況　平成１９年度　　２３．９％（決算）
　　　　　 平成２０年度　　２４．４％（決算）
　　　　　 平成２１年度    ２２．２％（決算）

経営企画課
経営
各課

年度計画
項目 2 Ｓ 00 Ａ 18

国などの重点施策事業等の獲得に向け全学的な
検討体制を整備する。（再掲）

国などの重点施策事業等の獲得に向け、必要に応
じてプロジェクトチーム等を設置する。 （再掲№１２
３）

A

　本学にとって重点施策のひとつである文部科学省の平成２１年度研究
拠点形成費等補助金を獲得するために学内に教授４人によるプロジェク
トチームを設置した。採択後は、事業を円滑に推進するために新たに教
育研究高度化プロジェクト支援会議を設置し、事業の執行管理等を行っ
てきたものである。

学務課

研究シーズ集等研究内容を紹介するための印刷
物などの作製を行う。（再掲No.１２４）

Ａ

　産学・地域連携センターの活動報告書及び産学連携体制等に関するパ
ンフレットを作成した。

産学・地域連携セ
ンター

受託研究・共同研究、治験の推進や奨学寄附金等
を獲得するため、企業等へ効果的な情報発信を進
めるとともに、弾力的な運用が図られる体制を整備
する。（再掲）

科学研究費補助金等の各種競争的資金を積極的
に獲得するため、関係情報の提供や相談体制の整
備などを進め、競争的資金の申請件数を平成１８
年度に比べ平成２４年度において１０％増加するよ
う取り組む。（再掲）

科学研究費補助金等に関する若手研究者向けの
説明会の実施、メールマガジンやホームページに
よる各種助成金等に関する情報を迅速に周知す
る。（再掲№１２１） A

　助成金・国費の情報をホームページに掲載し、学内への周知を迅速に
行うとともに、研究者を対象とした科研費説明会を２回開催した。

産学・地域連携セ
ンター

事務手続の支援や相談体制の整備・強化など、産
学・地域連携センターの機能を充実する。（再掲№
１２２）

A

　各種研究費獲得についての相談を随時受付け、受託研究契約、共同研
究契約、助成金申請を行うとともに、ホームページ等を活用するなど、公
募情報の提供を行った。

※大学受託研究４６件、一般受託研究４６件、共同研究２１件実施
　 民間財団等助成申請１６０件

産学・地域連携セ
ンター

道内外の研究成果展示会に出展するなど、研究
シーズについて積極的な情報発信を行う。（再掲№
１２５） A

　北洋銀行ものづくりテクノフェア（札幌）、イノベーションジャパン（東京）
での出展や、バイオジャパン（横浜）での情報収集等行った。

Ｂ 0 Ｃ

産学・地域連携セ
ンター

250 （３）

再掲

再掲

（１）
ア

イ

再掲 （２）

再掲
（３）
ア

再掲 イ　

199 （３）

200 （１）

201 （２）

202 （３）
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事務局中　期　計　画 ２１　年　度　計　画 自己点検・評価

質が高く効率的な治験を推進するため、治験セン
ターの充実について検討する。（再掲№１２６）

A

　治験センター会議を、原則、毎月１回開催し、情報の共有化を通した案
件処理体制の効率化を図るとともに、各種研修に出席し、スタッフの資質
の向上を図った。
　また、治験センターホームページのリニューアル（H21.9.28～）を通して
企業等への効果的な情報発信に努めた。

※各種研修内容
・平成２１年度文部科学省委託事業国公私立大学病院臨床研究（治験）
コーディネーター養成研修
・第１１回臨床試験セミナー
・第９回ＣＲＣと臨床試験のあり方を考える会議２００９ｉｎ横浜

病院課
治験管理

A

　発明審査会規程、研究成果有体物取扱規程を整備した。

産学・地域連携セ
ンター

特許収入の獲得を目指し、知的財産の創出、取
得、管理及び活用に関する全学的な支援体制を構
築する。

知的財産管理体制や継続的に管理運営する方法
等を検討する。(再掲№１２９)

　発明審査会を設置し、必要に応じて、学内教員等に加え、学外弁理士、
技術移転機関などの学外有識者を活用した体制とするなど、札幌医大が
保有する権利の取扱を協議・決定できる体制を構築した。

産学・地域連携セ
ンター

知的財産に関する規程を整備するとともに、適宜
必要な見直しを進める。（再掲№１３０）

A

　平成２１年１１月及び１２月、平成２２年２月にそれぞれバイオベン
チャー起業者、特許庁審査官等を講師に招き、知財取得、創出に関する
講義を行うなど。知財に関するセミナー開催を企画した。
　また他大学等に知財教育に関する資料、情報等発信を行った。

産学・地域連携セ
ンター

A

附属病院については、臨床医学の教育・研修及び
研究の場であることを十分踏まえつつ、医業収入
の確保を図る。

【第1の４「附属病院に関する目標を達成するため
の措置」に記載】（再掲（項目））

A

　病院運営会議、病院運営協議会のほか、平成２１年度に新たに病棟医
長を構成メンバーとする「病院業務連絡会議」を設置（７月）し、これら定
例会等において、経営指標の進捗状況を報告するとともに、病院の経営
状況の周知を行った。
　また、必要に応じて、病院長から各診療科長等に対して、経営改善に係
る指導を継続的に実施した。

病院課

大学が保有する施設、機器、情報、技術等の外部
提供時の使用料の徴収など、新たな収入の確保に
取り組む。

知的財産の創出、取得等に関する取組みを啓発す
るため、各種説明会等を開催する。
（再掲№１３１）

病院課
管理

医学部附属研究所等再編検討ワーキングにおける
サービス部門のあり方検討の結果を踏まえて、各
種教育研究機器等を他教育・研究機関等の利用に
供する際の機器等の範囲、料金設定等を決定す
る。（再掲Ｎｏ.１５９） Ａ

　今後における具体的な検討スケジュール等について確認するとともに、
他大学における先進事例について調査を実施の上、より具体的な検討を
行った。
　しかしながら、同時並行的に進められていた医学部附属研究所再編検
討ワーキングにおけるサービス部門のあり方検討の結果との整合性を図
る必要もあることから、今後の大学の施設整備のあり方の検討と併せて
引き続き検討することとした。

学務課
学務

各種研修会等の実施にあたって、それぞれの開催
目的、対象者等を勘案し、受講料、参加費等の徴
収について検討する。

各種研修会等の実施にあたって、それぞれの開催
目的、対象者等を勘案し、受講料、参加費等の徴
収について検討する。

A

　平成２１年度に新たに設置した「病院の機能改善ワーキンググループ」
において、各種研修会等の実施に係る受講料、参加費等の徴収につい
て検討を行い、既に参加料を徴収しているコメディカル研修以外の各種
研修会の開催にあたり、院外の参加者に対して資料代等を請求できる研
修会・講習会の有無について調査する必要があることから、引き続き、検
討することとした。

再掲 ウ

再掲
（４）
ア

再掲 イ

再掲 ウ

（５）

251 （６）

再掲
（７）
ア

再掲

203 （４）

204 （５）

205 （６）

（７）
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206

経営企画課
経営

大学が保有する各種情報、技術等の提供にあたっ
て、料金の徴収可能な収入については、平成２２年
度からの徴収に取り組む。

A

病院領収書、ホームページ、施設等を活用した広
告の実施について検討する。

A

　患者サービス向上委員会における意見・検討を踏まえて、平成２１年度
に新たに設置した「病院の機能改善ワーキンググループ」において、各種
グッズ、刊行物等の作成・販売について検討を行ったが、作成・販売につ
いては、法人全体の社会的イメージにも係わることであり、附属病院のみ
で検討・実施することは難しいとの意見が出され、法人全体での検討に時
間を要することなどから引き続き検討することとした。

病院課
管理

A

　検討に当たり、他大学の施設の一般開放状況について情報収集した。

※調査対象大学…福島県立医科大学、横浜市立大学、
                             名古屋市立大学、京都府立医科大学、
                             大阪市立大学、奈良県立医科大学、
                             和歌山県立医科大学、北海道大学、
                             旭川医科大学

病院課

A

　平成２１年度に新たに設置した「病院の機能改善ワーキンググループ」
において、病院の領収書、ホームページ、施設等を活用した広告の実施
について、平成２２年度から病院ホームページにバナー広告を設置する
方向で検討を行ったが、調整に時間を要することから引き続き検討するこ
ととした。

病院課
管理

　見学実習の受入に係る料金徴収について、関係課と課題の調整を行っ
たが、料金徴収しないことで結論を得た。
　徴収可能なものについては、すでに平成２１年度予算に反映させてお
り、今後、料金可能な収入があった場合は、その都度、検討することとし
た。

大学施設の開放に当たって、住民等のニーズを把
握し、開放する施設（ホール等）の範囲、料金設定
等について検討する。（再掲Ｎｏ.１６０）

教員の知識・技術等を活用した各種グッズ、刊行物
等の作成・販売について検討する。

患者等の利便性を向上させるため、各種スペース
の民間への貸与等について検討する。

A

　平成２１年度に新たに設置した「病院の機能改善ワーキンググループ」
において、院内における各種スペースの民間への貸与に関し、１階部分
のスペースの利用について検討を行ったが、患者の要望や既存の施設
や機器等との調整に時間を要することなどから引き続き検討することとし
た。 病院課

サービスに見合った受益者負担の観点から、これ
まで提供してきた各種サービスについて利用者の
負担のあり方を検討する。

サービスに見合った受益者負担の観点から、図書
館の各種サービスについて利用者の負担のあり方
を検討する。

A

　図書館設置プリンターにつき、受益者負担による有料化を継続実施し
た。
  また、旭川医科大学、日本医科大学ほか日本医学図書館協会加盟大
学図書館に対し、聞き取りによる受益者負担調査を実施した。
（コピー及びプリンタ以外には受益者負担の対象としているものはなし）。

総合情報センター
総務課
参事
病院課

再掲 イ

252 ウ

253 エ

254 オ

255 カ

256 （８）207 （８）
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№ №
事務局中　期　計　画 ２１　年　度　計　画 自己点検・評価

第３ 財務内容の改善に関する目標を達成するための措置

経費の効率的執行に関する目標を達成するための措置

第３ 財務内容の改善に関する目標を達成するための措置

資産の運用管理に関する目標を達成するための措置

第４ 自己点検・評価及び情報の提供に関する目標を達成するための措置

評価の充実に関する目標を達成するための措置

3 Ｓ

総務課

各種業務の効率化・簡素化を図るため、事務手続
き、刊行物、各種情報などの電子化を推進する。

事務手続き、刊行物、各種情報などの電子化を推
進することにより、書類の削減と事務の効率化に取
り組む。

A

　各種情報をホームページに掲載したり、従来はペーパーで配布していた
通知文書や報告書等を、書類の削減を図るため、メール等を活用した。

0 Ａ 2 Ｂ 0 Ｃ

Ｂ 0

公正で効率的な契約方法等の導入を進める。 複数年契約制度の更なる活用を進め、柔軟で効率
的な経費の執行に取り組む。

A

　学務課、医事センター、附属情報センター等において、新たに複数年契
約を実施した。
　また、附属情報センターでは、併せて，従来別々に行っていた類似契約
を統合し経費の節減を図った。

3Ａ

0

経営企画課
経理

年度計画
項目 4 Ｓ Ｃ 00

資金運用及び管理については、専門家の助言を得
るなど、効果的、効率的に運用する体制を整備す
る。

適切な資金運用を行う。

A

　５月及び１０月に譲渡性預金での資金の運用を行った。

経営企画課
出納

年度計画
項目

Ｓ 1 Ａ 11

総務課
参事

資産の有効活用を図るため、全学的な視点による
設備・機器等の共同利用や維持管理に努める。

全学的な視点による設備・機器等の共同利用や維
持管理を進める。

A

　教育研究機器センターの共同利用機器について、オペレーターの配置
を含め研究者が利用しやすい環境を引き続き整備した。

総務課
参事
学務課
病院課

資産の実態を常に把握・分析し、適切なリスク管理
を行うとともに、効果的・効率的な運用を図る。

資産の適切なリスク管理を行うとともに、長期保全
計画に基づき、適切な施設管理を行う。

A

　長期保全計画に基づき、東棟内部塗装、保健医療学部棟外壁改修、臨
床教育研究棟冷暖房機更新等を実施した。

0 Ｃ 0

教育、研究、診療、その他業務運営等の状況につ
いて、平成２１年度までに自己点検・評価を実施す
る。なお、平成２２年度までに認証評価機関による
評価を受ける。

自己点検・評価を実施する。

A

　全学の自己点検・評価委員会（３回）ほか医学部評価委員会（２回）、保
健医療学部評価委員会（２回）、医療人育成センター評価委員会（３回）、
附属病院評価委員会（３回）を開催するとともに、各種WGや所属ごとに自
己点検・評価を実施し、１月には認証評価機関である大学基準協会に提
出した。
　３月に「自己点検・評価報告書」を刊行し、各関係者へ配付した。

Ｂ 0 Ｃ 0

1 Ｓ 0 Ａ 5 Ｂ

経営企画課
自己点検

自己点検・評価及び認証評価機関による評価の結
果を教育研究等の質の向上や業務の改善に的確
に反映させる。

自己点検・評価及び大学基準協会の相互評価結
果に対する改善策を実行する。

A

　改善策等を活かして通常業務を行った。

経営企画課
自己点検

（２）263

257 （１）

258 （２）　

259 （１）

260 （２）

261 （３）

262 （１）

209 （２）

年度計画
項目

210 （３）

211 （１）

212 （２）

213 （３）

214 （１）

215 （２）
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第４ 自己点検・評価及び情報の提供に関する目標を達成するための措置

情報公開等の推進に関する目標を達成するための措置

中期計画、年度計画などの学内運営に関する重要
な計画の推進管理や自己点検・評価等を適切に実
施する体制を整備する。

中期計画、年度計画等の学内運営に関する重要な
計画の推進管理を行う。

A

　定期的に進捗状況を確認し、その結果を役員に報告し、対応等につい
て協議を行うなど推進管理を行った。

経営企画課
企画

自己点検・評価を効率的に実施するため各種基礎
データの情報収集・分析のシステムを構築する。

自己点検・評価を効率的に実施するため各種基礎
データの情報収集・分析のシステムを充実させる。

A

　大学基礎データについて、事務局各課及び専任教員を通じて情報収集
を行った。
　また、収集した基礎データについて各評価委員会（WG）において分析
し、自己点検・評価に反映させた。
　各種基礎データは「自己点検・評価報告書」に収録するとともに、ホーム
ページで公表した。

経営企画課
自己点検

経営企画課
自己点検

自己点検・評価、認証評価機関評価などの評価結
果等をホームページ等により公表する。

自己点検・評価、認証評価機関評価などの評価結
果等をホームページ等により公表する。

A

　自己点検・評価に係る委員会等の開催状況及び検討内容等をホーム
ページで公表したほか、「自己点検・評価報告書」を３月に刊行し、関係者
へ配付するなど、周知を図った。

年度計画
項目 2 Ｓ 1 Ａ 6 Ｂ 0

産学・地域連携を推進するための広報・情報提供
体制の充実を図る。

産学・地域連携を推進するための広報・情報提供
体制の充実を図る。

A

　センター活動報告書５００部、パンフレット１０００部作成し、あらゆる機
会を通じて研究活動内容の広報に努めたほか、センター通信やメールマ
ガジンを随時発信し、学内外への研究情報の提供を行った。

Ｃ 0

教育・研究・診療・社会貢献等の活動状況や、財
務・組織・管理運営に関する情報を積極的に発信
する。

教育・研究・診療・社会貢献等の活動状況などを、
道民に迅速、かつ分かりやすく情報発信するため、
ホームページを充実するとともに、様々な広報媒体
を使用した効果的な広報活動の充実を図る。

Ｓ

産学・地域連携セ
ンター

研究成果等を公表するため、印刷物やホームペー
ジの改善・充実を進めるなど、多種多様な広報媒
体の活用について検討する。（再掲№１００）

A

　センター活動報告書５００部、パンフレット１０００部作成し、あらゆる機
会を通じて研究活動内容の広報に努めたほか、センター通信やメールマ
ガジンを随時発信し、学内外への研究情報の提供を行った。 産学・地域連携セ

ンター

経営企画課
広報

　ホームページの内容を改定し、充実したほか、各担当が積極的、かつ
迅速に情報発信できるようホームページにCMSを導入して再構築した。
　健やか北海道プロジェクトの新たな取り組みとして、大学の取組を紹介
した折り込み広告(タブロイド版、全面カラー、４ページ)を３月２１日（日）の
北海道新聞朝刊を活用して札幌圏に３８万部配布したほか、全市町村(公
共施設、病院等)に５万部配布し、本学の保健・医療、地域貢献等の活動
状況を広く道民へ発信した。
　また、プレスリリースやマスコミへの情報提供を積極的に行いパブリシ
ティを活用して本学の研究や活動情報をTV・ラジオ、インターネットにて情
報を発信した。

イ

264 （３）

265 （４）

266 （５）

267 （１）

268
（２）
ア

再掲

216 （３）

217 （４）

218 （５）

（１）219

220 （２）
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第５ その他業務運営に関する重要目標を達成するための措置

施設設備の整備、活用等に関する目標を達成するための措置

地域医療や道民の健康づくりに貢献するため、地
域へ先進医療情報等を提供する体制を整備する。

疾病の予防や健康づくりに関する公開講座や講演
等を積極的に開催するために、推進方策及び学内
推進体制の整備を検討するとともに、各種ﾒﾃﾞｨｱ、
自治体広報、ホームページ等を利用した積極的な
情報発信を行う。（再掲No.１５３）

A

　平成２２年に開学６０周年（創基６５周年）を迎えることから冠事業とし
て、関係機関等の協力を得て、道民公開講座等を実施した。

※○道民公開講座
　　　・１０／１４（松前町）　 ・講師：医学部長　・参加者：２６３人
　　　・１０／２８（利尻町）　・講師：医学部長　・参加者：１５６人
　  ○道民特別講演会
　　　・６／２０（本学臨床講堂）・講師：筑波大学教授ほか　・参加者１５０
人
　　　・８／８（札幌市）　・講師：日本医師会常任理事　・参加者８０人
　
　また、疾病の予防や健康づくりに関して、道民公開講座だけではなく、
大学及び病院のホームページを利用して広く周知・情報発信を行った。

病院課
企画調整

大学が保有する情報等をデータベース化し、地域
社会等の要望に応じ迅速に情報提供する。

地域社会等の要望に応じ迅速に情報提供ができる
よう、大学が保有する各種情報のデータベース化
を進める。 A

　知財や共同研究など産学官連携のデータベース化を図った。

広く道民から意見を聴取する場を設け、大学運営
や各種計画等に反映させる仕組みを整備する。

本学の取り組みについて、学外から広く意見を聞く
機会を設ける。

A

　本学の取組について、学外から広く意見を聞く機会を設ける場として、
また本学の教育・研究・医療、それらを通じた社会貢献について積極的に
お伝えし、本学の諸活動の可視化に務めるため、５月に北海道教育記者
クラブ所属の報道機関と記者懇談会を開催した。

※参加報道機関…７社

経営企画課
広報

窓口を一本化した広報・広聴体制を整備・充実し、
学外からの要望などの総合受付と学内ナビゲー
ション体制を平成２２年度までに確立する。

学外からの要望に対し、多くの情報が瞬時に提供
できるよう、全学的な広報体制を整備し、学内ナビ
ゲーション体制を平成21年度中に整備する。 A

　国内、海外からの問い合わせ者が瞬時に主要な対応窓口がわかるよう
に、本学ホームページを再構築した際、ナビゲーションページを設けた。

経営企画課
広報

産学・地域連携セ
ンター

総合情報センター

Ｂ 0 Ｃ 0

1 Ｓ 0 Ａ 2 Ｂ

年度計画
項目

Ｓ 1 Ａ 13

施設整備を計画的に進めるため、建築物等の機能
維持や耐久性の確保を図りながら、長期保全計画
及び施設整備の方向性を示した基本計画を平成１
９年度に策定する。

施設の維持管理においては、長期保全計画に基づ
き適切な施設管理を行う。

A

　長期保全計画に基づき、東棟内部塗装、保健医療学部棟外壁改修、臨
床教育研究棟冷暖房機更新等を実施した。

総務課
参事

施設の維持管理においては、ファシリティマネジメ
ントの取組みを進めるとともに、平成２１年度に
ESCO事業を開始する。

ＥＳＣＯ事業については平成２１年度に一部省エネ
サービスが開始されるが、平成２２年度の本格開
始に向け引き続き取り組んでいく。

A

　コ・ジェネレーション設備の本体を設置し、平成２２年４月の本格開始に
向けた機器整備・調整を実施した。
　なお、平成２１年度のESCO事業による省エネ率は法人全体で予定の
６％を達成した。

※平成２１年度の主な省エネ手法
　　１．空調機やポンプ動力をインバータによる周波数制御し省電力化
　　２．照明器の安定器を高効率化のインバータ安定器に更新
　　３．共同構・機械室の蒸気配管の断熱強化など

総務課
参事

0 Ｃ 0

（３）

270 （４）

再掲 （５）

271 （６）

272 （１）

273 （２）

269221 （３）

（４）222

223 （５）

224 （６）

225

226



№ №
事務局中　期　計　画 ２１　年　度　計　画 自己点検・評価

第５ その他業務運営に関する重要目標を達成するための措置

安全管理その他の業務運営に関する目標を達成するための措置
（１）

総務課
病院課

必要に応じガイドライン、点検マニュアル等の作成
について検討する。

A

　札幌医科大学における精神疾患等職員への対応に関する手引きを、安
全衛生委員会小委員会及び安全衛生委員会で承認を受け、３月に決定
した。

　附属病院では、医療事故対策委員会において、医療安全マニュアルを
１１月に改訂した。

総務課
病院課

0 Ｃ

労働安全衛生、事故防止等に関する学内規程等
の点検及び整備を行う。

労働安全衛生、事故防止等に関する学内規程等
の整備を行う。

A

　長期療養者の職場復帰に係る要領として、職場復帰審査会設置要領、
職場復帰審査会事務取扱要領及び職場リハビリテーション実施要領を、
安全衛生委員会小委員会及び安全衛生委員会で承認を受け、３月に決
定した。

　附属病院では、医療事故対策委員会において、医療安全マニュアルを
１１月に改訂した。

年度計画
項目 2 Ｓ 1 Ａ 11 Ｂ

防火・防災訓練等の実施にあたって適宜工夫し、
効果的に実施する。

A

　６月と１１月に職員と大学警備員が連携し、病院棟において避難・通報
訓練を実施した。
　さらに、新人看護師を対象に消火器・避難器具の実技指導を受けた。

0

総務課

安全管理に関する責任体制を明確にし、規程、点
検マニュアル等の定期的な検証を行う仕組みを確
立する。

安全管理に関する責任体制を明確にし、規程、点
検マニュアル等の定期的な検証を行う仕組みを検
討する。

Ｓ

　４月に安全衛生委員会委員を選任し、６月に開催した第１回安全衛生
委員会で安全衛生委員会委員長代行者及び小委員会委員を指名し、平
成２１年度における安全衛生管理体制を確立した。
　１２月には、安全衛生委員会委員に精神保健担当の産業医を含む２名
を増員し、さらなる体制の充実を図った。
　また、６月から３月まで安全衛生委員会を３回、小委員会を６回開催し、
規程、マニュアル等の検証を行い、必要な要領及び手引きを作成した。

総務課

ガイドライン等に関する講習会等を開催するととも
に、防火・防災訓練等を効果的に実施し、学生及び
教職員の安全意識の向上に努める。

ガイドライン等に関する講習会等を開催する。

A

　３月に管理職職員等（３１名）を対象に危機管理能力の向上を目的とし
たリスクマネジメント研修を実施した。

総務課

イ

ウ
（ア）

278 （イ）

274
（１）
ア
（ア）

275 （イ）

276

277

227 ア

228 イ　

229 ウ　
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キャンパス内の安全を確保するため、必要な防犯・
防災の体制及び設備の点検・整備に努める。

防犯・防災の体制を整備する。

A

　日常から警備業務の委託先と連携を密にして、防犯・防災の体制整備
に努めたほか、附属病院では防災訓練を実施した。

総務課
病院課

施設設備の定期的な点検を実施する。

280 （イ）

教職員及び学生に対し啓発活動を行うなど、情報
管理を徹底させるとともに、平成２０年度までに情
報セキュリティシステムの整備・充実を図る。

学生等に対する医療情報学等の講義を通し、個人
情報保護の重要性を喚起し、情報管理の徹底を図
る。

A

　医学部生に対し、情報科学、医療情報学、応用情報学の講義において
個人情報保護、情報セキュリテイ遵守について指導した。
　また、保健医療学部においては、１２月に教員・学務課との連携により
実習用セキュリテイ啓蒙パンフレットを外注により作成、配布し、関係学生
への指導を行った。 総合情報

センター

大規模な事故、災害等に備え、リスク管理のあり方
を検証し、リスク管理体制を整備する。

大規模な事故・災害等に備え、リスク管理体制を整
備する。

A

　消防法の改正に伴い、消防計画及び震災等対策要綱を見直す必要が
あることから、見直しにあたっての留意点等について中央消防署と打合
せを実施した。 総務課

病院課

法令に基づき廃棄物を適正に処理する。

A

　関係法令に基づき業務委託により廃棄物を適正に処理した。

総務課

A

　関係法令等に基づき、自動火災報知設備、スプリンクラー設備や医療
ガス等の保守点検を実施した。

総務課
病院課

地球環境に対する職員の意識を高め、環境に配慮
した機器、物品等の使用・購入や、省エネルギー対
策等の取組みを進めるとともに、廃棄物の適正な
処理に努める。

再生品、エコマーク商品など、環境に配慮した機
器、物品等の使用、購入に努める。

A

　機器、物品等については、可能な限り、再生品・エコマーク商品を使用・
購入した。

総務課
総務課
参事
病院課
業務課

教職員等に対する啓発活動を行うなど、各種省エ
ネルギー対策を講じ、光熱水費等の縮減に努め
る。 A

　教職員等に対する啓発メールの送信やポスター貼付など、各種省エネ
ルギー対策に積極的に取り組んだ。

総務課
参事

279
エ
（ア）

イ

ウ

（２）
ア

281 オ

282 カ

283

284

285

232 カ　

233 （２）

230 エ　

231 オ　



591
520
215

890
520
215
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